
令和３年度 第１回野田市地域福祉計画審議会次第 

 

日 時  令和３年７月１４日（水） 

午後１時３０分から 

場 所  野田市役所 ８階大会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 市長挨拶 

 

３ 議  事 

 

議題１ 会長及び副会長の選出について 

 

議題２ 野田市地域福祉計画【第３次改訂版】の一部修正について（諮問） 

      ・諮問の趣旨説明及び「成年後見制度利用促進基本計画」策定の 

       考え方について 

 

議題３ 野田市地域福祉計画【第３次改訂版】事業の取組状況について（報告） 

 

４ 閉  会 



野 保 生 第 ２ ８ ０ 号 

令和３年７月１４日 

 

野田市地域福祉計画審議会 

会 長 様 

 

野田市長 鈴 木   有 

 

 

諮 問 書 

 

 野田市地域福祉計画審議会設置条例第２条の規定に基づき、別紙諮問趣旨の

とおり、次の事項について諮問します。 

 

諮問事項 

・野田市地域福祉計画【第３次改訂版】の一部修正について 

第５章「成年後見制度の利用促進（成年後見制度利用促進基本計画）」の

追加について 

 

議題２ 



 

諮 問 趣 旨 

 

 平成 28 年５月に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下

「法」といいます。）及び平成 29 年３月に策定された国の成年後見制度利用

促進基本計画により、市町村は、地域における成年後見制度の利用促進に関す

る施策について基本的な計画を定めるよう努めることとされました。 

 本市はこれまで、成年後見制度に関する施策を野田市社会福祉協議会との協

働により推進してきましたが、専門的知識を有した医師、看護師、保健師、社

会福祉士などの医療・保健・福祉関係者との連携を図ることなどが課題となっ

ています。 

今後、ますます認知症高齢者及び知的・精神障がい者への支援の重要性が高

まると考えられることから、地域の権利擁護の支援の一環として成年後見制度

を位置付け、法第 14 条第１項の規定に基づき、成年後見制度利用促進基本計

画を策定しようとするものです。 

 本計画の策定については、国が地域福祉計画の中に盛り込む方式を示してい

ることから、これを取り入れ、地域福祉計画の第５章「成年後見制度の利用促

進（成年後見制度利用促進基本計画）」を追加することで対応することといた

しました。 

 以上のことから、今後、本市が推進すべき成年後見制度の利用促進に関する

施策について貴審議会に意見を求めたく諮問するものです。 

 

 



「成年後見制度利用促進基本計画」策定の考え方について  

 

  成年後見制度の利用の促進に関する法律（以下「法」といいます。）

が平成 28 年 5 月に施行され、平成 29 年 3 月に成年後見制度利用促進

基本計画が閣議決定されました。  

この基本計画では、市町村は、令和 3 年度末までに、社会全体で成

年後見制度を支えるため、利用促進に関する施策について基本的な計

画を策定するよう努めることとされました。  

背景には、制度の利用が進んでいないことが挙げられており、利用

者がメリットを実感できる制度・運用の改善を求めているほか、権利

擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談、本人を見守るチームや、

専門職団体の協力体制など地域連携ネットワークの仕組みを構築する

ことを推進しています。  

本市においては、成年後見制度に関する施策を野田市社会福祉協議

会との協働により取り組んでおりますが、制度の利用の要否を判断す

るために専門的知識を有した医師、看護師、保健師、社会福祉士などの

医療・保健・福祉関係者との連携を図ることが課題となっています。  

また、成年後見等開始の親族申立てができないケースにあっては、

市長申立てにより実施していますが、その際、適切な後見人等の推薦

者の選定ができていないことが課題となっています。  

今後、ますます認知症高齢者及び知的・精神障がい者への支援の重

要性が高まっていくと考えられることから、地域の権利擁護の支援の

一環として成年後見制度を位置付け、制度利用者の意思決定支援によ

って示されたそれぞれの希望と選好に基づく生活が送れるよう身上保

護を重視しながら推進していくために、法第 14 条第 1 項の規定に基づ

き、成年後見制度利用促進基本計画を策定しようとするものです。  



なお、本計画の策定については、国が地域福祉計画の中に盛り込む

方式を示していることから、これを取り入れ、地域福祉計画に第 5 章

「成年後見制度の利用促進（成年後見制度利用促進基本計画）」を追加

しようとするものです。  
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判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。

　成年後見制度には，次のようなタイプがあります。
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本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじめ結んでおいた
任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁
判所が任意後見監督人を選任したときから，その契約の効力が生じます。

＊援助者には，必要に応じて，複数の人や法人を選任することもあります。
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　　各市区町村の地域包括支援センター
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＊障害者の方の相談窓口は，市区町村及び市区町村が委託し
た指定相談支援事業者となりますので，ご注意ください。
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　法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保

佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申立て

によって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等（成年後見

人・保佐人・補助人）が支援します。

◆法定後見制度の種類と内容

種類
　　　　　一

’　後菟 ㍑い；・ 禰蜘

利用できる人
日常生活で、判断能力

がほとんどない人

日常生活で、判断能力

が著しく不十分な人

日常生活で、判断能力

が不十分な人

支援する人 成年後見人 保佐人 補助人

代理権
本人が行うすべての法

律行為

本人の同意を得た上で、

家庭裁判所が定めた法

律行為

本人の同意を得た上で、

家庭裁判所が定めた法

律行為

支
援
する人が与えられる権限

同意権

　　　●

取消権

日常生活に関する行為※

以外のすべての行為（取

消権のみ）

法律上定められた重要

な行為

本人の同意を得た上で、

家庭裁判所が定めた法

律行為

※日用品（食料品や衣料品等）の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象にはなりません。

蒋選纏
　成年後見人等が本人に代わって財産管理や契約など法律行為を行え

る権限です。

司憲違
　本人が契約など法律行為を行う場合には、成年後見人等の同意が必

要であるという権限です。

㌻蹴靹そ罐霧瓢瓢纂輕本人が法律行為を行った場8（C’
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家庭裁判所への申立て

　本人や家族などが申立ての理由（本

人の生活状況や精神状態など）につい

て記載した申立書や医師の診断書、本

人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所

に提出します。

　申立てに必要な書類や費用について

は、申立てをする家庭裁判所にご確認

ください。

審理が開始遅れ重㌢
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｛　　申立てができる人　　1
サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1本人、配偶者、四親等内の親族など1
コ
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　本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認します。本人の判断能力について、医

師などが鑑定を行うことがあります。

　また、本人や家族などから申立ての理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場

合は、適格かどうか事情を聞きます。

成年後見人等を嚢郵雪レます

　家庭裁判所で、成年後見人等にもっとも適切

だと思われる人を選任します。
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○成年後見制度の利用の促進に関する法律 

（平成二十八年四月十五日） 

（法律第二十九号） 

改正 平成二八年四月一五日法律第二九号 

成年後見制度の利用の促進に関する法律をここに公布する。 

成年後見制度の利用の促進に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第十条） 

第二章 基本方針（第十一条） 

第三章 成年後見制度利用促進基本計画（第十二条） 

第四章 成年後見制度利用促進会議（第十三条） 

第五章 地方公共団体の講ずる措置（第十四条・第十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日

常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、か

つ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにも

かかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本

理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等に

より、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（平二八法二九・一部改正） 

（定義） 

第二条 この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 成年後見人及び成年後見監督人 

二 保佐人及び保佐監督人 

三 補助人及び補助監督人 

四 任意後見人及び任意後見監督人 

２ この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 成年被後見人 

二 被保佐人 



三 被補助人 

四 任意後見契約に関する法律（平成十一年法律第百五十号）第四条第一項の規定により任意後

見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者 

３ この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等

若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。 

４ この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年

後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。 

（基本理念） 

第三条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基

本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される

べきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発

的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に

行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

２ 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の

中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を

十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるもの

とする。 

３ 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、総務省その

他の関係行政機関をいう。以下同じ。）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な

役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保

護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

（関係者の努力） 

第六条 成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、そ

の業務を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策



に協力するよう努めるものとする。 

（国民の努力） 

第七条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本理念にのっと

り、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努め

るものとする。 

（関係機関等の相互の連携） 

第八条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、

成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努める

ものとする。 

２ 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その地

方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部局並びにその地方公共

団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他の関係

者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の権

利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必

要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。 

（施策の実施の状況の公表） 

第十条 政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネッ

トの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

第二章 基本方針 

第十一条 成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に

関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携

を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。 

一 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とす

る観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための

方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。 

二 成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されない

よう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な

見直しを行うこと。 



三 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが

円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見

人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること。 

四 成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等の事務の範囲

について検討を加え、必要な見直しを行うこと。 

五 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見

制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心し

て利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずること。 

六 成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその利用を必要と

する者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び啓発のために必要な措置

を講ずること。 

七 成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域における成年後見制

度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、相談の実施及び助言、市

町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求の積極的な活用その他の必要な

措置を講ずること。 

八 地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその候補者に対す

る研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、成年後見人等に対する

報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に対する支援の充実を図るために必

要な措置を講ずること。 

九 前二号の措置を有効かつ適切に実施するため、成年後見人等又はその候補者の育成及び支援

等を行う成年後見等実施機関の育成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積

極的に活用されるための仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のた

めに必要な措置を講ずること。 

十 成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言その他の支援

に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人

的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。 

十一 家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見制度の利用に関する指

針の策定その他の必要な措置を講ずること。 

第三章 成年後見制度利用促進基本計画 

第十二条 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、



成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制度利用促進基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 成年後見制度の利用の促進に関する目標 

二 成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

三 前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとする

ときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞

なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により

公表しなければならない。 

（平二八法二九・一部改正） 

第四章 成年後見制度利用促進会議 

第十三条 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。 

２ 関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する成

年後見制度利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとす

る。 

３ 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生労働省におい

て処理する。 

（平二八法二九・全改） 

第五章 地方公共団体の講ずる措置 

（平二八法二九・旧第六章繰上） 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年

後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年

後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調

査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関

を置くよう努めるものとする。 



（平二八法二九・旧第二十三条繰上） 

（都道府県の講ずる措置） 

第十五条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域

的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるもの

とする。 

（平二八法二九・旧第二十四条繰上） 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。 

（平成二八年政令第二一四号で、本文に係る部分は、平成二八年五月一三日から施行） 

（平成三〇年政令第七四号で、ただし書に係る部分は、平成三〇年四月一日から施行） 

（検討） 

第二条 認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定するこ

とが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について

は、第十一条第三号の規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、そ

の結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする。 

 



野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題

（１）あいさつ、声かけ運動の推進 地域で支え合う福祉を実現し推進するためには、市民一人一人
がお互いに関心を持ち、挨拶や言葉を交わす関係になることが第
一歩です。
「あいさつ」や「声かけ」が、日常的にまた継続的に行われる環境
づくりが求められ、挨拶や声掛けのきっかけとなるように、「あいさ
つ、声かけ運動」を全市的に展開し、毎年４月を強調月間とし,この
運動の輪を広げるため地区社協や自治会、その他あらゆる団体
の協力を得て、継続的な活動として進めていきます。

生活支援課
人事課
社会福祉協議会

83 1

（２）地区社会福祉協議会との共働 地域福祉計画は、その地域の実情に即し福祉全体の包括的で基
本的な理念や目標を定めることを主旨としていることから、事業が
すぐ成り立つ性格ではないため、市民に地域福祉計画が理解さ
れる機会がほとんどないものと想定されます。したがって各地区
社協単位等での地域住民及び団体への周知活動や意見交換を
展開し、今後の地域福祉施策の展開について理解の促進を図り
ます。

　新型コロナウィルス感染症予防のため、地区社協のほ
とんどの活動が中止となりました。
　各地区社協等に対し、個別に「地域福祉計画とは何
か」、またこの計画が、「皆が共に手を携えて希望の持て
る街」を目指して取り組んでいることの説明は行っていな
い状況であったため、社会福祉協議会と協議し、地区社
協連絡会において、本計画の説明等を行うことといたしま
したが実施できておりません。

　市内には全体で22地区社協があり、個別に「ふれあい
いきいきサロン」や「友愛訪問」、「広報誌の発行」などの
各種活動を行っています。それぞれが独立し、地区で活
動しているため、働きかけは、地区社協連絡会を活用し
て行っております。
　今後、コロナ禍の中でも地域福祉計画の基本理念や目
標、さらに施策の展開について地区社協等と共通の認識
を持ち、地域の市民全体に広めて行けるか検討する必要
があります。

　新型コロナウィルス感染症対策を実施したうえで、年２回実施さ
れる地区社協連絡会の場を利用して、本計画の趣旨や重要性を
説明しながら意見交換等を実施し、各地区の住民の方々に対して
周知活動等が展開できるような協力体制の確立を目指します。
　また、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業
への移行準備事業の一環として、地域づくりへ向けた意見交換等
の実施について検討してまいります。

社会福祉協議会
生活支援課
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（３）情報提供方法や事業名の付け方に
ついての検討

市報、各種ガイドブック、ホームページなどによる市の情報提供
は、限られたスペースや、専門用語を使用することから、分かりに
くい場合があります。市民の誰もが読みやすく理解できるような提
供方法について配慮するとともに、事業実施や行事等に際し、興
味や参加意欲が起こるような情報発信を進めます。

広報広聴課
生活支援課
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保健福祉推進のための『人づくり』 （１）ボランティア情報の提供 市役所及び社会福祉協議会の掲示板等に各種情報を掲示し、ま
た、市ホームページ等を活用して、未経験者でもボランティアに参
加しやすい環境づくりを進めていきます。
そのために、「ボランティア通信」を市役所・支所に配置し、ボラン
ティアセンターの情報を、市役所ロビーに掲示すると共に、社会福
祉協議会の広報誌「社福のだ」やホームページで情報提供や周
知を行います。更にボランティア活動の相談・あっせんを促進する
ため、市内商業施設についても広報活動（相談・あっせんを含む）
を行います。

①　ボランティア通信の配置
　「ボランティア通信」を奇月に2,000部発行し、市役所、支
所、公民館等の公共施設に配置し、情報提供を行いまし
た。
②　ボランティア情報の掲示
　ボランティアセンターの情報を市役所ロビーの施設案内
板の裏面を活用し、ボランティア情報の提供を行いまし
た。
　また、社会福祉協議会の広報紙「社福のだ」を全世帯に
配布するとともに、ボランティア通信、ホームページ及びＳ
ＮＳ等を活用し、ボランティア情報を周知しました。
③ボランティア広報活動
　新型コロナウイルス感染予防のため、市内商業施設で
の広報活動は中止しました。

　ボランティア通信や社福のだ等のボランティア情報を見
てボランティアを希望される方から問い合わせをいただき
実際に活動へつなぐことができました。
　引き続き情報提供を行い、ボランティア活動に対する理
解や福祉に対する意識の高揚を図ります。

【ボランティア通信の配置】
　社会福祉協議会（ボランティアセンター）発行の「ボランティア通
信」を市役所、支所、公民館等の公共施設に配置し、情報提供を
行います。
【ボランティア情報の掲示】
　ボランティアセンターの情報を市役所ロビーの施設案内板の裏
面を活用しボランティア情報を提供します。
【ボランティア広報活動】
・市内商業施設における広報活動（相談・斡旋を含む）を実施しま
す。
・広報誌「社福のだ」、ボランティア通信、ホームページ及びＳＮＳ
等を活用した情報の発信を行います。

社会福祉協議会
生活支援課
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度に
おける登録団体数は前年度から6団体減り104団体となり
ました。登録者数についても、団体登録においては374名
減の1.634名、個人登録においては74名減の154名となり
ました。
　大幅に減少したボランティア人材の回復が、今後の課
題となります。

84

議題３

計画期間中の今後の取組

　市役所本庁舎の懸垂塔への懸垂幕掲示を継続し行い、４月が
「あいさつ月間」であることを周知していきます。
　また、あいさつは地域生活を円滑に進める地域共生社会の実現
のためには大切なものであり、元気で明るい野田市を築く源と考
えます。
　人事課では、「あいさつ、声かけ運動」の取組として、市職員に
対する「あいさつ運動強化月間」も継続してまいります。
　地区社協では、新型コロナウィルス感染症対策を実施したうえ
で、できることから地区社協活動を再開する必要があります。社協
で「ガイドライン」を作成し、情報を共有します。

　市ホームページについて、令和３年度中に見栄え、内容、
機能について改善するために全面リニューアルを行います。
ホームページの情報更新については各担当課が行っていま
すが、時点修正の漏れや文言の統一などのためのチェック
を行います。
　市からの情報発信は、様々な「きっかけ」づくりの場になる
ことが考えられます。誰もが読みやすく、市の各種事業や行
事等に市民の方が興味や参加意欲が起こるようにするに
は、どのような工夫が必要なのかを十分に検討し、広報広聴
課と連携し全庁的に推進してまいります。
　また、市ホームページの時点修正等につきましても、随時
実施してまいります。

　ボランティアセンターの役割や機能についての啓発活動の強
化、ボランティア活動に参加できる環境づくりの促進、、ボランティ
ア活動者や団体及び受入先との連携とフォローの充実、ボラン
ティア情報を積極的に収集してまいります。
　また、ボランティアコーディネーター1名を常時配置し、継続して
コーディネート業務を行い、ボランティアセンターの運営に従事し
ていきます。
・野田市からの補助金
　1,800,000円
・職員体制：1人（常時）
・勤務時間：8時30分から17時15分　（土日祝日を除く）
【ボランティアセンターの活動状況】
・ボランティアに関する相談、斡旋
　ボランティア活動をしたい人、受けたい人の相談、斡旋
・ボランティアの養成
　各種ボランティア養成講座の開催
　夏休みボランティア体験講座
・福祉教材、機材の貸出
　関係機関、地域団体、ボランティアの方々に無料で貸出

基本方針 関連事業 事業内容及び方針
令和２年度

ボランティア養成講座受講者やボランティア経験者は、毎年多数
生まれていますが、情報不足やきっかけ不足により、次のボラン
ティア活動へとスムーズに入れない人が少なくないと言われてい
ます。
その人たちが、地域内で孤立せず、継続的な活動が続けられるよ
う、地域のリーダー又はコーディネーターとしての役割も担ってい
る地区社協や社会福祉協議会と連携し、地域の実情も考慮しな
がら、引き続きボランティア育成に努めます。

保健福祉推進のための『きっかけづくり』

担当課 項番

社会福祉協議会
生活支援課

5

ページ

（２）ボランティアの育成

　市役所本庁舎前の懸垂塔に「あいさつ月間」（４月）の懸
垂幕を掲示し、広く市民に啓発を行いました。
　人事課では、「あいさつ、声かけ運動」を全市的に展開
していくため、4月を「あいさつ運動強化月間」としておりま
す。人事課職員、有志職員で結成した「ＴＥＡＭのだ円陣
project」のメンバー、新規採用職員が始業時間前に本庁
舎の各出入口において、例年実施している朝のあいさつ
運動は新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から
実施できませんでしたが、新規採用職員研修（第一次）に
おいて、あいさつの重要性の意識づけを行いました。
　また、地区社協では、新型コロナウィルス感染症予防の
ため、ほとんどの活動が中止となりましたが、一部の地区
社協では、感染症対策を講じた上で、あいさつ運動を実
施しました。

　懸垂塔に掲示することにより、職員、市民を問わず、あ
いさつ月間を周知できたと考えております。
　人事課では、４月を「あいさつ運動強化月間」として全庁
的に取り組んだことで、職員への意識付けができたものと
考えております。
　また、コロナ禍でも実施可能な地区社協活動を検討す
る必要があります。
　今後も「あいさつ、声かけ運動」を全市的に推進していく
ためには、地区社協、自治会、民生委員児童委員協議
会、学校、各団体等関係機関との連携を強化しつつ、市
全体で効果的に「あいさつの輪」を広げていく必要があり
ます。

　市報については平成29年4月15日号からカラー化
し、イラストや写真も従前より多くし見やすい構成と
なっており、令和２年9月１５日号からはユニバーサ
ルデザインフォントを導入している。福祉関連のサー
ビスについては、各担当課からの記事の提出により
その都度編集しています。なお、例年記事として掲載
しているものの提出がないものについては随時確認
を行っています。
　市民誰もが読みやすく理解できるような提供方法
や参加意欲の起こるような行事名の付けるようにし
ています。
　パンフレット等については、文字の拡大、見出しの
アレンジ、また、イラストを取り入れる等の一定の配
慮に取り組んでまいりました。

　掲載記事については、福祉関連とその他の内容の
バランスを考えて選択する必要があります。
　市民の誰もが読みやすく、理解できるような、分か
りやすい表現や興味を引く事業名の付け方について
は、一定の配慮はしてきたものの、これでいいと言う
訳ではなく、今後も市民の皆様のご意見等をいただ
きながら、修正等を加え、出来る限り良いものとなる
よう、引き続き展開していこうと考えます。
　また、保健福祉部各課の情報を発信する場合は元
より、それ以外の課においても共通認識を持ち、市
全体で取り組む必要があります。

　ボランティアセンターの運営とボランティア育成のため、
ボランティアコーディネーター（1名）を配置し、事業を実施
しました。
・野田市からの補助金
　1,800,000円
・職員体制：2人（交代制、常時）
・勤務時間：8時30分から17時15分　（土日を除く）
・ボランティアセンター登録状況（令和2年度末）
　104団体　1,634人、　個人　154人
・ボランティアに関する相談、斡旋
　　相談件数　272件、　斡旋件数　11件
・福祉教材、機材の貸出
　関係機関、地域団体、ボランティアの方々に無料で貸し
出しました。
・ボランティアの養成
　各種養成講座及び夏休みボランティア体験講座につい
ては、新型コロナウイルス感染予防のため中止しました。

1



野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
計画期間中の今後の取組基本方針 関連事業 事業内容及び方針

令和２年度
担当課 項番ページ

（３）ボランティア活動の支援 市民活動支援センターは、NPO法人やボランティア団体などの市
民活動団体を支援するため、前身のNPO・ボランティアサポートセ
ンターから機能強化を図り、市民活動団体の支援を行っていま
す。
今後も、市民活動団体の活動を支援していくため、相談業務の充
実や学習会、講座の開催、活動の場の提供などを実施します。
また、市民活動団体の情報の収集、情報の発信を行い、行政の
各部局との連携を図ることで、市民活動団体との協働によるまち
づくりを推進します。

市民活動団体の活動を支援していくため、必要な学習会
の開催や情報発信、市民活動を広く知ってもらうためのイ
ベントの開催を計画しましたが、新型コロナ感染症対策に
より、中止にしました。市民活動団体やNPO法人に対して
財団法人等が行っている支援助成金の申請相談や新型
コロナ感染症対策の持続化給付金申請の協力などを実
施しました。市民活動団体支援補助金制度については、
組織基盤強化支援には継続3団体を含む6団体、事業発
展支援には4団体の活動を支援することができました。

新型コロナ感染症対策による緊急事態宣言などの発令
下において、助成金等の紹介を行う中で、市民活動団体
やNPO法人等の活動状況の確認に努めることができまし
た。市民活動団体支援補助金制度により、市民活動団体
の運営を財政面から支援する取組を実施できた。市民活
動支援センターについては、今後の運営体制を充実して
いく必要があります。

新規にNPO法人会計基礎講座の開催することや助成金学習会の
開催など支援内容の充実を図ります。
　また、次年度に向けて、市民活動元気アップふぇすたの市民ふ
れあいハートまつりなどとの同時開催やこまめカフェの開催がス
ムーズにできるよう検討を進めます。市民活動団体との協働のま
ちづくりを推進するため、行政の各部局との連携を図ります。

市民生活課 84 6

（４）学校・地域における福祉教育の充実
（福祉人材の確保・養成）

地域福祉を推進する人材を育成するためには、学校教育におけ
る地域との連携や交流の場へ児童・生徒が主体的にボランティア
活動に参加できるような機会づくりが重要です。これまで、福祉教
育の充実また、高齢者や障がい者とのふれあいを通して、共に生
きる社会の一員であることの理解を高めるなど、地域福祉の推進
に寄与することを目的とした事業を開催しました。今後とも、若い
世代にボランティア活動に対する理解や福祉に対する意識の高
揚を図るため、児童・生徒の交流の場への参加促進に努めます。

指導課
社会福祉協議会

85 7

保健福祉推進のための『ネットワークづくり』 （１）地域福祉活動団体間の連携の強化 地域福祉活動の中心となる地区社協、自治会、ボランティア団
体、民生委員児童委員、子ども会、いきいきクラブ等の福祉関係
団体が地域のニーズに合わせた福祉サービスを提供するために
は、お互いの情報を提供及び共有することが必要です。地区社協
は自治会や子ども会などの福祉関係団体及びボランティアにより
構成されていることから、地区社協の活動をより充実させ、各団体
間の連携強化を図ります。

　地区社会福祉協議会連絡会を開催し、意見交換等実
施に向けて検討しておりましたが、新型コロナウィルス感
染症予防のため、地区社協のほとんどの活動が中止と
なったため、実施できませんでした。

　令和２年度については、地区社協の活動が中止となり
ましたが、コロナ禍でも実施可能な地区社協活動を検討
していく必要があります。

　新型コロナウィルス感染症対策を実施したうえで、できることから
地区社協活動を再開する必要があります。社協で「ガイドライン」
を作成し、情報を共有します。
　地区社会福祉協議会連絡会を開催し、情報提供を行うととも
に、活動内容のテーマを検討し、地区社会福祉協議会活動が更
に充実するよう支援してまいります。
　地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制構築事業への
移行準備事業の一環として、地域福祉活動団体間の連携強化へ
向けた意見交換等について検討してまいります。

社会福祉協議会
生活支援課

85 8

85

（３）地域自治組織についての検討 地域の潜在力を発揮する仕組みの充実として地域自治組織を担
い、防犯組合の各地域においてパトロールや講習などの防犯活
動を行っています。
引き続き、自治会との協働によるまちづくりを推進するため、自治
会活動に支援を行い、自治会連合会と連携し自治会の意義を積
極的に啓発し、加入促進を行うとともに、強化を図っていきます。

市民生活課
防災安全課

86 10

（４）行政職員の地域活動への参加 地域活動へ参加することで、地域課題の適切な課題把握ができ、
適宜対応していくことができるなど有意義であり、地域活動が活性
化され、地域と行政の協働によるまちづくりの推進に資することか
ら職員の地域活動への参加を要請していきます。

　新規採用職員研修（第一次）において「市民の地域活
動」、及び新規採用職員研修（第二次）において、「地域
貢献～消防団の取組について～」の講義を設け、積極的
に地域活動へ参加する意識を醸成するよう企図しており
ます。

　新規採用時に研修を行うことにより、地域貢献意識の
高い職員を育成できるものと考えております。
　また、令和2年度は中止となりましたが、例年行われて
いる夏のおどり七夕などには市外在住の職員も含め参加
の協力を得ております。
　一方で、これら地域活動は、個人の活動に終始すること
から参加実態の把握ができない状況にあります。

　新規採用職員研修（第一次）において「市民の地域活動」、及び
新規採用職員研修（第二次）において、「地域貢献～消防団の取
組について～」の講義を設け、積極的に地域活動へ参加する意
識を醸成するよう企図しております。今後も同様のカリキュラムに
て職員研修を進めて参ります。

人事課 86 11

（１）地域生活課題に関する相談を包括的
に受け止める体制の整備

地域活動を通して把握された地域住民が抱える地域生活課題に
関する相談について、住民の身近な圏域において包括的に受け
止め、情報提供や助言を行うとともに、必要に応じて支援関係機
関につなぐことのできる体制の検討を進めます。

　相談者の 属性に関わらず、 地域住民からの相談 を幅
広く受け止めるための包括的な相談支援体制の構築へ
向け、あり方を検討しました。

　既に各分野において、一定の相談支援体制が構築され
ているため、個々の相談を隙間に陥らせないための分野
間での連携強化、連携の核となる役割を担う機関が求め
られています。

　パーソナルサポートセンターを総合的な相談を受ける部門として
位置づけたことから、各分野別にある既存の相談支援体制との連
携強化を図るために、重層的支援体制の構築へ向けた移行準備
事業を実施します。

生活支援課 86 12地域共生社会の実現に向けた『体制づくり』

都市化や核家族化の進展により、希薄化する人間関係に対して、
住民同士が気軽に立ち寄り交流できる「ふれあいいきいきサロン」
等の事業を実施し、各年齢層間の触れ合い促進を図り、更なる機
会の確保に対応していきます。また、障がい者と健常者が共に参
加する行事を支援し、障がい者の交流機会の創出に努め、更に
は、地域の実情に即した触れ合いの場の確保に関する相談支援
についても実施していきます。

9社会福祉協議会
障がい者支援課
高齢者支援課
保育課

（２）地域の触れ合いの場づくり（ふれあい
いきいきサロン等）

　市内各小中学校において、総合的な学習の時間を活用
し、高齢者疑似体験や車椅子・目隠し体験、点字体験、
高齢者との交流会、福祉施設訪問、障がい者との交流
会、講演会を実施し、福祉教育に取り組んでいます。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響があ
り、例年行っているボランティアの方による車椅子体験講
座は実施できませんでした。教材の貸し出しとして、申請
があった学校は、南部小学校・岩木小学校・尾崎小学校・
関宿高校の４校です。
　障がい者とのふれあいを通して、共に生きる地域社会
の一員であることの理解を高めることを目的に実施され
ている「おひさまといっしょに」も、中止となりました。
　ボランティア活動普及を目的にボランティア活動の主旨
や内容を記載したガイドブック「はじめの一歩を応援しま
す」を作成し、中学校を卒業する生徒へ配布しました。

　例年、市内の各ボランティアサークルの協力を得て、高
齢者疑似体験や車椅子・目隠し体験、点字体験、手話の
学習等を実施し、障がい者に関する理解を深めておりま
す。
　令和２年度は、総合的な学習の時間等に各校内で取り
組み、貸し出し用の教材を活用して、子ども達の体験的
な活動を進めました。今後、総合的な学習の時間などを
活用し、子ども達が主体的にボランティア活動や高齢者
や障がいを持つ方々などとのふれあい活動等に取り組め
るよう、働きかけてまいります。（「野田市手話言語条例」
の施行とも併せて。）
　また、引き続き、若い世代にボランティア活動に対する
理解や福祉に対する意識の高揚を図るため、感染症対
策を講じたうえで車椅子・目かくし歩行体験講座や夏休み
ボランティア体験講座等を実施し、ボランティアの経験や
ボランティアについて考える場を設けることに努める必要
があります。

　小中学校では、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みなが
ら、児童生徒の実態に応じて、特別支援学級と通常学級との共
同・交流学習に取り組みます。また、福祉団体やボランティアサー
クルの協力を得て、車いす・目かくし体験や手話の学習等を実施
し、障がい者に関する理解を深めます。
　　手話言語条例のもと、手話等のコミュニケーション手段の幅や
人々との関わりをさらに広げられるよう取り組み、障がいを持つ
方々への理解を深めます。
・車いす・目かくし体験講座や手話の学習など
・「おひさまといっしょに」や「サンスマイル」への参加⇒新型コロナ
ウイル感染予防のため中止
・夏休みボランティア体験講座
・キャラバン隊「まめっ娘」出張講習
・ボランティア活動普及を目的にボランティア活動の主旨や内容を
記載したガイドブック「はじめの一歩を応援します」を作成し、中学
校を卒業する生徒へ配布

　障がいのある人とない人が共に参加する行事である障
がい者釣大会、サンスマイルの事業費補助のほか、おひ
さまといっしょについて、実行委員会の一員として支援を
予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、いずれも中止となりました。
　岩木小学校老人デイサービスセンターでは、小学校と
の交流会については、新型コロナウイルス感染症予防の
観点から、学校側と協議し、対面での交流は中止となりま
した。また、学校より、児童が描いた絵を施設内に掲示し
ました。
　保育所では、高齢者との「伝承遊び」や「園芸菜園の耕
作」等を年間行事に取り入れるなど、地域住民との交流
に努めています。
　【交流実績】公立保育所（10施設）では、年2回から10回
実施しておりおりましたが、今年度は新型コロナウイルス
感染症予防のため全て中止となりました。

　従来、開催されてきた行事について、引き続き支援を行うととも
に、障がい者福祉団体等が自発的に活動する事業に対して、事
業費補助の支援を行います。
　岩木小学校老人デイサービスセンターについて、昼休みに6年
生のお別れ会、合同運動会、クリスマス会などを通して交流を行う
予定でしたが、令和2年4月に緊急事態宣言が発出されたことか
ら、小学校との協議で、新型コロナウイルス感染症が収束するま
で、交流を見合わせることで合意しており、再開時期については
未定となっています。学校より、児童が作成した作品などを貸与し
ていただき、施設内に掲示します。
　引き続き、いきいきクラブの協力を得て、ホールや園庭を開放し
「伝承遊び」「園芸菜園の耕作」などの交流活動を通じ、高齢者と
のふれあいを深めていく予定でしたが、新型コロナウイルス感染
症の予防のため、令和２年度から見合わせている状況です。再開
にあたっては、感染対策をし、実施方法を検討した上で、対応をし
ていきたいと考えていきます。

　令和２年度は、中止となりましたが、障がいのある人と
ない人が共に生きていく社会を実現に向けて、一緒に参
加できる各行事への参加を支援する必要があります。
　岩木小学校老人デイサービスセンターについては、新
型コロナウイルス感染症予防の観点より、利用者からも
心配の意見があり、交流の中止はやむを得ない状況でし
た。課題としては、次年度は直接、対面する交流以外の
交流機会が持てるように計画する必要があります。

　自治会連合会と連携し、地域コミュニティの核となる自
治会への加入促進に取組みました。また、市ホームペー
ジに自治会への加入を奨励する文章を掲載し、加入する
ことのメリットについて、周知を図りました。
　防犯組合は、自治会連合会を単位とする17支部を中核
として、区域内の自治会等を単位とする自主防犯活動を
展開しており、自主的な防犯活動の支援として、年末一
斉防犯パトロールへの参加や防犯合同研修会等行って
おりますが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため定期内の防犯パトロールの自粛を
お願いするとともに防犯合同研修会の開催等が見送りと
なりました。

　自治会の活動については、新型コロナ感染拡大に伴う
緊急事態宣言及びまん延等重点措置が発令された中、
外出自粛や、密を避ける対応が求められた為、自治会本
来のコミュニティ活動が大きく制限され、住民に加入のメ
リットを広めることが非常に困難な状況が続いています。
　防犯組合についても、今後、ワクチン接種が進み、感染
症が収まりを見せた際に、すぐに元の自治会活動が展開
できるよう準備を整えつつ、今後、増加が見込まれる脱退
者を減らすための活動の展開が、目下の課題となってい
ます。

　自治会連合会と連携し、地域コミュニティの核となる自治会への
加入促進を図るため、今後、本格的に展開される自治会連合会
の加入促進部会の活動を支えるほか、自治会に対する情報提供
の充実強化をより一層図ります。
　防犯活動では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か
ら、防犯パトロールの自粛及び再開要請等、市としての対応方針
の迅速な周知・情報提供を進め、防犯パトロールへの参加や防犯
合同研修会の実施等、防犯組合各支部の自主的な防犯活動を支
援し、地域の防犯力の向上を図ります。
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
計画期間中の今後の取組基本方針 関連事業 事業内容及び方針

令和２年度
担当課 項番ページ

（２）多機関の協働による包括的な相談支
援体制の構築

住民に身近な圏域にある相談機関では対応し難い複合的で複雑
な課題や制度の狭間(はざま)にある課題等を多機関が協働して
包括的に受け止めることのできる相談支援体制の検討を進めま
す。

　住民に身近な圏域にある相談機関では対応し難い複合
的で複雑な課題や制度の狭間(はざま)にある課題等の解
決へ向け、相談支援体制のあり方を検討しました。

　既に各分野において、一定の相談支援体制が構築され
ているため、個々の相談を隙間に陥らせないための分野
間での連携強化、連携の核となる役割を担う機関が求め
られています。

　パーソナルサポートセンターを総合的な相談を受ける部門として
位置づけたことから、各分野別にある既存の相談支援体制との連
携強化を図るために、重層的支援体制の構築へ向けた移行準備
事業を実施します。

生活支援課 87 13

（３）地域住民等が主体的に地域生活課
題を把握し解決を試みることができる環
境の整備

住民の身近な圏域において、地域住民やボランティア、地域住民
を主体とする地区社協、地域に根ざした活動を行うＮＰＯ等が中
心となって、住民が主体的に地域生活課題を把握して解決を試み
ることができる環境の整備の検討を進めます。

　NPO法人やボランティア団体などの市民活動団体が地
域住民等と連携した活動を行えるよう各団体の活動内容
をわかりやすくするため、市のホームページを見やすく変
更しました。
　また、機関誌「つうしん」について、団体向けに年４回、
市民向けに年１回発行し、地域住民等と連携できるよう情
報提供を行ないました。
　地区社協が実施する「ふれあいサロン」等により地域生
活の課題を把握するため意見交換の場を設け検討する
予定でしたが、新型コロナウィルス感染症予防のため地
区社協のほとんどの活動が中止となったため、実施でき
ませんでした。

　市民の皆さんに気軽に知ってもらうための企画である
「こまめカフェ」や市民活動に一般市民の方が参加しやす
い機会作りと、登録団体間の絆作りを強化して地域の活
動を更に活性化させることを目指し開催する予定であっ
た「元気アップふぇすた」が、新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、開催できなった。
　コロナ禍でも実施可能な地区社協活動を検討する必要
があります。

　NPO法人やボランティア団体などの市民活動団体が地域住民等
と連携した活動を行えるよう各団体の活動内容を市のホームペー
ジや機関誌「つうしん」などを通して情報提供などを行ないます。
また、市民の方が市民活動団体の活動にふれあうことのできる
「元気アップふぇすた」等のイベントを開催する予定でしたが、令和
３年度も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催するこ
とができなくなったため、かわりのイベントを検討します。
　新型コロナウィルス感染症対策を実施したうえで、できることから
地区社協活動を再開する必要があります。社協で「ガイドライン」
を作成し、情報を共有します。
　地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制構築事業への
移行準備事業の一環として、市民が主体的に地域生活の課題を
把握し解決を試みることができる環境づくりへ向け、活動内容を検
討してまいります。

市民生活課
社会福祉協議会
生活支援課

87 14

（１）高齢者、障がい者、ひとり親家庭等の
住宅弱者への対策の検討

高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯等の社会的に弱い立
場の方々に、住宅情報の提供や、保証人がいないなどの理由で
入居が困難な世帯への対応などの支援のほか、見守りや緊急時
の対応など「居住の継続」に向けた支援について検討します。

営繕課 88 15

（２）地域での孤立死等への対策 地域で孤立して生活している方の理由として、高齢や障がい等
様々なケースがあり、孤立していることで地域で暮らしにくくなるこ
とが考えられます。このような状況では、安心して暮らせるまちとし
て地域全体が連携してそれぞれの役割を生かした対応が求めら
れます。また、ひとり暮らしの高齢者や障がい者、家族同居世帯
が全員亡くなる事案が発生する等、地域で孤立する恐れがありま
す。地域での孤立化を防止するためには、自治会、民生委員児童
委員、地区社協、各団体等に近隣で助け合う地域の輪につなが
るよう支援するとともに、地域福祉活動を通して協定等の見守り
体制の推進に努めていきます。

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために
地域の自治会や民間企業の協力を得て、孤立死につな
がりやすい人を見つける手がかりや人との関わり合いを
拒否する人をさりげなく見守り、地域住民の家族の異変
を発見した場合に適切な支援につなげることを目的に、
地域住民の異変情報提供に関する協定を締結し、孤立
死防止対策を進めました。
・協定書締結状況
　民間事業者22社（令和２年度末現在）
　　（新聞販売店12社・宅配会社5社・野田郵便局他5社）
・新聞販売店からの情報提供2件
   生活支援課職員で対応しました。（死亡１件・生存１件
を確認）

　孤立している方の実態や数を把握することは非常に困
難なため、地域の自治会や民生委員児童委員、民間事
業者等の協力を得て、異変を早期に発見し、適切な支援
が求められます。更に今後は高齢化に伴い、対象者の増
加が考えられるため、より多くの協力民間事業者等との
協定の締結が課題であり、また、既存の協定締結事業者
に対する制度確認が必要と考えます。
　自治会、民生委員児童委員、地区社協、各団体や企業
等幅広い連携の構築により、地域共生社会の実現に向
けた取り組みへの展開に寄与するものと考えます。
　また、民間事業者の参入を一層促進する体制作りが必
要であると考えます。
　現在の協定締結者に対し、協定が機能しているか再確
認し、効果的な対応ができる体制作りが必要です。

　地域での孤立化を防止するためには、日頃からの住民同士の
結び付きが最も重要と考えられることから、自治会、民生委員児
童委員、地区社協、各団体等に、近隣の助け合う習慣について、
再度協力依頼をし、地域の輪につながるよう支援してまいります。

生活支援課 88 16

（３）子どもの健全育成に係る施策の総合
的推進

妊娠期から出産、子育て期にわたる様々な相談に応じることで、
ライフステージを通じて切れ目なく適切な支援につなげていきま
す。
児童虐待やひとり親家庭の増加等を背景に要保護児童が増えて
いるため、児童福祉施策や教育行政に加え、様々な地域活動を
組み合わせることで、総合的に対応していきます。

　妊娠期から18歳までの児童に関する総合相談窓口とし
ての子ども支援室と保健センターで連携し、母子健康手
帳交付時や相談、乳幼児健康診査や訪問等の地区活動
をとおし、継続支援が必要な方には支援プランを作成し、
関係機関と連携のもと支援しました。
  発達の支援が必要な未就学児は専門職が個別及び集
団での支援を行いました。
　また、令和2年10月より産後ケア事業を開始し、産後う
つ等、産後の心のケアや育児サポート等の支援を行っ
た。

・子ども支援室には、保健師、臨床（発達）心理士、作業
療法士、理学療法士、子育て支援総合コーディネーター
を常時配置しており、専門的、多角的に迅速に相談に応
じた。
・児童相談システムが導入されたことにより、関係機関と
の情報共有できるようになった。

・引き続き、妊娠届出時に必要なアセスメントを行い、支援の必要
な妊婦については、必要に応じて関係機関と連携をとりながら、支
援を行う（母子健康手帳交付）。
・保護者から様々な悩みの相談を受けた際には、保護者や児が
利用できるサービスの案内を実施するとともに、保護者の様々な
悩みを傾聴し、精神面での支援を実施するなど、児と保護者の両
側面から支援を行う（子ども相談）。
・専門職が家庭訪問を行うことによって、産婦や新生児・乳児だけ
でなく家族全体を対象ととらえた視点で支援を行う（乳児家庭全戸
訪問）。
・出産直後の母子に対して、母親の身体的回復や心理的な安定
等、きめ細かい支援を行う（産後ケア事業）。

保健センター/子ども
支援室

89 17

（１）効果的・効率的なニーズの把握 公的な福祉サービスに関する相談や苦情・要望については、これ
まで電話や郵便、ファックスやメール、来所により各担当部署で受
け付けてきたほか、各課の会議等の場で出された意見等を書く関
係部署へ報告してきました。さらに市民からの相談、苦情、要望を
データベース化し、市役所ＬＡＮで検索可能なシステムを導入し、
適切かつ早期に行える体制を整備していきます。

行政管理課
生活支援課
広報広聴課

90 18

地域共生社会の実現に向けた『体制づくり』

効果的・効率的なニーズの把握と情報提
供体制の整備

総合的・横断的なサービスの充実 　「野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業」を平
成17年8月1日から実施しています。
　高齢者世帯、障がい者、ひとり親家庭等の住宅弱者を
対象に、家賃等の支払ができるにもかかわらず「条件の
合う住宅を探すのが困難」、「連帯保証人がいない」、「入
居後の生活が不安」などの理由で、市内の民間賃貸住宅
への入居が困難な世帯へ、民間賃貸住宅情報の提供、
保証会社や既存福祉サービスを活用した入居保証及び
居住継続支援を行うとともに､市民税非課税の世帯に対
しては家賃等保証委託契約時に要する費用の一部を助
成することにより、入居の機会の確保及び入居後の安定
した居住の継続を支援しています。
利用状況
[令和2年度実績]（令和3年3月末現在）
・相談件数　 0件
・申請件数 　0件
 入居保証   0
 情報提供   0

保証人や賃貸情報に関しては不動産店の取り扱う債務
保証会社が多数あることや、空き物件も多く賃貸物件が
借りやすくなっていること等から利用者が少ない状況と
なっています。また、契約時の条件として、親族等の緊急
連絡先の確保が必要等の条件があり、確保できない場
合、契約できない等の問題があります。

住宅困窮者からの民間賃貸住宅の入居に関する相談に対応し、
事業の円滑な推進を図るため、協力不動産店及び関係部署への
周知を行い、事業の広報・周知に努めていきます。

　効率的なニーズの把握と情報提供体制の整備について
は、前年度に引き続き検討を行いましが、適切かつ具体
的なシステムの構築には至っていない状況です。
　現在のところ、市民からの相談、苦情、要望等のデータ
ベース化については、各所属において情報共有できる環
境を整えるため、テスト環境を構築し、関係各課に動作確
認を依頼しています。
　「市政メール問合せ」及び「市長への手紙」で寄せられ
た相談、意見、苦情は即日関係課へ転送し、対応を依頼
しています。また、窓口や電話での市民相談で、法律相
談などの弁護士相談をご案内するよりも直接窓口で手続
を確認していただいた方がわかりやすい事例が多く、そう
したケースはすぐに各担当窓口をご案内しています。

　直接、市に入る相談や苦情、また各課で受け付けたも
のについて、適切かつ早期の対応を実施するためには、
事例集的なものを作成し、情報を共有することで対応が
可能となるか、関係各課で検討する必要があると考えま
す。
　前回の取組状況では、各課で受け付けた相談などの事
例集を作成するというものだったが、現在まで調整の場
が設けられていないのが実情です。

　公的な福祉サービスにかかわらず、市に対する全ての相談・苦
情・要望については、各課で回答をした内容を事例集として作成
し、関係各課と調整のうえ、全庁的に共有できる仕組みを実装し
てまいります。
　新型コロナウイルス感染症やワクチン接種関連での相談、意
見、苦情が増大しています。これについては、市民からの声をもと
に、即時に市独自の取組の参考としています。
　これまで通常とされてきた市民生活が、新しい生活様式に替わ
ろうとしている中、収集した情報を臨機応変にとらえることが必要
になると考えられます。
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計画期間中の今後の取組基本方針 関連事業 事業内容及び方針
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90

（１）成年後見制度・日常生活自立支援事
業の普及啓発

野田市社会福祉協議会が、平成27年度から日常生活自立支援
事業の実施主体となり、平成29年１月からは、野田市成年後見支
援センターを開設し、成年後見制度に関する相談対応、市民後見
人の育成、法人後見事業を実施していることから野田市社会福祉
協議会に対し助成を行っていきます。心配ごと相談運営委員及び
相談員に対しては、成年後見制度・日常生活自立支援での財産
問題などの専門的な相談にも応じることができるよう研修会を開
催し、資質の向上に努めています。

障がい者支援課
高齢者支援課
社会福祉協議会
生活支援課

91 20

（２）苦情解決処理システムの利用の促進
（制度の整備）

野田市社会福祉施設苦情解決システム運営要綱に基づき、苦情
解決責任者及び苦情受付担当者を設置するとともに、施設内の
見えやすい場所に周知用チラシを掲示し苦情解決に努めます。

　苦情解決システム運営要綱に基づき、市として福祉施
設サービス苦情相談員3人を継続して、また、民生委員児
童委員から選出の苦情相談員に異動があったため、新た
に1人を選任しました。
　その他、苦情受付担当者を選出し、合わせて市報に掲
載し周知するとともに、各施設内の見えやすいところに掲
示するなど、広く周知し広報・啓発に努めました。
　なお、具体的に申出がなされた場合は、個人情報に関
するものを除き、市報で公表することとしています。
　令和２年度の申出実績はありませんでした。

　苦情解決システム運営要綱に基づき、市として苦情解
決責任者及び苦情受付担当者を選出後、各関係機関に
周知し広報・啓発に努めました。今後も施設等の利用者
からの苦情解決のため、引き続き制度や事業の周知に
努め利用の促進を図る必要があります。

　今後も引き続き苦情解決システムについて、施設等から利用者
に積極的な周知を図るよう指導し、円滑な利用の促進を図りま
す。

生活支援課 92 21

（３）地域包括支援センターの活用 市内４つの日常生活圏域にある地域包括支援センターでは、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介
護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、虐待の防止・早期発見
等の権利擁護事業、介護支援専門員への後方支援などを行って
いきます。

　要支援１・２の方の介護予防ケアマネジメント（ケアプラ
ン作成）実施人数は、延14,122人。うち介護予防・日常生
活支援総合事業のみ利用したケアプラン作成数は5,858
人。
・総合相談・支援の人数は延17,376人。うち、虐待等権利
擁護に関する人数は、延835人。
・介護支援専門員への後方支援については、延720人に
実施しました。

　介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護
事業、介護支援専門員への後方支援について、高齢者
の増加に伴い、支援対象者が増加している中、今後も支
援が必要な高齢者等の早期発見、対応をするうえで、関
係機関との連携や協力体制がさらに重要になると考えま
す。

　今後も、引き続き関係機関との連携を図りながら、介護予防ケア
マネジメント、総合相談・支援、権利擁護事業、介護支援専門員へ
の後方支援など、支援が必要な高齢者等の早期発見・対応を実
施し、効果的・継続的な支援に努めます。

介護保険課 92 22

（２）誰もが必要な福祉情報を容易に入手
できる情報提供体制の拡充・強化

【市のホームページ上に市内の福祉情報に関するポータルサイト
を構築】
　市ホームページの令和3年度中の更新作業については、福祉関
連のポータルサイトの構築までは想定していないため、ポータル
サイトの構築のためには担当課と調整を行う必要があります。
【福祉マップの作成(野田市観光ガイドブックの反映】
　野田市観光ガイドブックへの掲載を継続していきます。
【転入者への担当民生委員の紹介】
　転入者への案内については、転入届を市民課に提出の際、窓
口において生活支援課へご案内いただき対応しています。
　また、一斉改選翌年には、担当地区へ民生委員名簿の全戸配
布を実施します。

【市のホームページ上に市内の福祉情報に関するポータルサイト
を構築】
「総合ポータルサイト」の構築について情報収集及び内容を把握
考慮し、最新の情報提供ができるよう検討します。
【福祉マップの作成】
障がいの有無にかかわらず誰もが活用できる公共施設等のバリ
アフリー情報について、市で作成する各種ガイドブック等に掲載で
きるよう関係部署と連携を図り、周知広報に努めていきます。
【転入者への担当民生委員の紹介】
転入してきた方に対し、相談者として民生委員（児童委員）の紹介
及び一斉改選翌年には、担当地区へ民生委員名簿を全戸配布い
たします。

【市のホームページ上に市内の福祉情報に関するポータ
ルサイトを構築】
　市ホームページは各担当課から更新された情報を確認
し、そのまま掲載あるいは疑義がある場合は再確認して
から掲載しています。
【福祉マップの作成(野田市観光ガイドブックの反映】
　オストメイト対応トイレ及び多目的トイレの設置場所を野
田市観光ガイドブックに掲載し、市内外に配架した。東武
鉄道に依頼し、東武野田線（東武アーバンパークライン）
の野田市内各駅に配架しました。
【転入者への担当民生委員児童委員の紹介】
　10月1日号の市報にあわせ、広報誌「みんせい」を発行
し、民生委員児童委員の活動を紹介しています。また、新
たに転入してきた方については、転入届を市民課に提出
の際、御希望がある場合に生活支援課へご案内いただ
いています。

福祉サービス利用者
の相談体制の充実

　障がい福祉ガイドブックに制度内容を掲載し、普及啓発
に努めるとともに、市役所及び市内にある11か所の相談
支援事業所の基本相談支援において、制度を必要とする
方等への利用案内を実施しました。また、野田市自立支
援・障がい者差別解消支援地域協議会権利擁護部会及
び野田市成年後見支援センターの共催で「権利擁護研
修」を開催し、成年後見制度の周知を図りました。
　野田市社会福祉協議会が設置する野田市成年後見支
援センターで、認知症や知的障がいなどの理由で判断能
力が十分でない方が、地域で安心して暮らせるように、成
年後見制度や日常生活自立支援事業を活用し支援しま
した。
【取組実績】
（1）相談支援事業
①相談件数　　107件（延べ490回）
（2）法人後見事業
①新規受任件数　 6件　（後見5件　保佐1件）
②終了件数　　 　　0件
③現受任件数　　14件　（後見11件　保佐3件）
④後見支援員配置状況
　・現任者数　　　6人
　・登録者数　  　6人（市民後見人養成講座修了者）
（3）市民後見人養成講座（野田市委託事業）
　令和2年度の実施はありませんでした。
（4）普及啓発活動
①市民後見人養成講座
   （東葛市民後見人の会との共催）
　　実施日　令和2年11月8日、15日、29日、12月13日
　　参加者　16名
（5）日常生活自立支援事業
①新規契約者数　　30人
②解約者数　　  　　21人
③現契約者数 　　　86人
④生活支援員配置状況
・現任者数　　  19人
・登録者数   　　 8人
　・野田市からの補助金
　　日常生活自立支援事業補助金　　12,286,000円
　　成年後見制度利用促進事業補助金　　3,890,000円

　成年後見制度及び日常生活自立支援事業の普及、啓
発と共に、病院や社会福祉協議会等の関係機関等との
連携強化が図れ、障がいがある人の成年後見を行った。
　野田市成年後見支援センターへの相談件数、法人後見
受任件数、日常生活自立支援事業の契約件数は年々増
加しています。
　サービスの質を向上させるため、職員体制の拡充、職
員の専門性の向上が課題です。

　障がい福祉ガイドブックに制度内容を掲載し、普及啓発に努め
るとともに、市役所及び市内にある11か所の相談支援事業所の
基本相談支援において、制度を必要とする方等への利用案内を
引き続き実施します。
　野田市成年後見支援センターの職員体制の充実、専門性の向
上を図り、質の高いサービスが提供できるように取り組んでまいり
ます。
　・野田市からの補助金
　　日常生活自立支援事業補助金　　　　12,286,000円
　　成年後見制度利用促進事業補助金　　3,890,000円

効果的・効率的なニーズの把握と情報提
供体制の整備

広報広聴課
商工観光課
障がい者支援課
生活支援課

19【市のホームページ上に市内の福祉情報に関するポータ
ルサイトを構築】
　ポータルサイトの構築には至っていないため、目的の情
報を「検索」から探す状態になっています。
【福祉マップの作成(野田市観光ガイドブックの反映】
　野田市観光ガイドブックの改訂時には、オストメイト対応
トイレ及び多目的トイレの最新の情報を継続して掲載す
る必要があります。
【転入者への担当民生委員の紹介】
　転入者に担当地区の民生委員児童委員名簿を配布で
きるかの検討が必要です。
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取組実績 評価及び課題
計画期間中の今後の取組基本方針 関連事業 事業内容及び方針

令和２年度
担当課 項番ページ

生活困窮者の支援 （１）日常生活の支援 営繕課
生活支援課

92 23

（２）自立に向けた支援 平成２７年４月から施行された生活困窮者自立支援法の必須事
業である「自立相談支援事業」により、生活保護に至る前の段階
の自立支援策の強化を図り、また、令和元年度から就労・家計な
ど様々な面からの自立に向けた包括的な支援として、「自立相談
支援事業」、「就労準備支援事業」、「家計改善支援事業」の三事
業を一体的に行っております。今後も、支援対象者の掘り起こしと
就労その他の自立に向けた支援を行っていきます。

コロナ禍において、生活困窮者からの相談が増えている
ことから、相談機能の強化、他機関との連携強化が求め
られています。

生活支援課 93 24

（３）学習支援事業 平成27年４月から施行された生活困窮者自立支援法の「子どもの
学習支援事業」を、経済的な理由により学校以外に学習の機会の
ない中学生を対象に実施しました。
平成30年度からは、小学３年生も対象にし、「子ども未来教室」と
して引き続き実施していきます。

生涯学習課 93 25

（４）生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者を支援する過程において、必要な社会資源の活用、
就労先の開拓、様々な社会参加の場づくりが必要になります。今
後、住民の理解促進を図りながら必要な地域支援ネットワークの
構築等を進めていきます。

・相談者の 属性に関わらず、 地域住民からの相談 を幅
広く受け止めるための包括的な相談支援体制の構築へ
向け、あり方を検討しました。

既に各分野において、一定の相談支援体制が構築され
ているため、個々の相談を隙間に陥らせないための分野
間での連携強化、連携の核となる役割を担う機関が求め
られています。

　パーソナルサポートセンターを総合的な相談を受ける部門として
位置づけたことから、重層的支援体制への移行準備事業の中で
構築する地域づくり事業において、既存の相談支援体制や地域
づくり事業との連携の中で、属性にとらわれない交流の場や居場
所の確保に努めます。

生活支援課 93 26

「野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業」により、条件に
見合わない理由による民間賃貸住宅への入居が困難な世帯へ、
住宅情報の提供、保証会社や既存福祉サービスを活用した入居
保証及び居住継続支援を行っています。それとともに非課税の世
帯に対し、家賃保証委託契約時に要する費用の一部を助成し、入
居の機会の確保と入居後の安定した居住の継続を支援し、また、
離職による生活困窮者等の住宅に対し、家賃相当の「住居確保
給付金」を支給しています。
今後は、生活困窮世帯の包括的な実態把握に努め、必要に応じ
た生活支援事業の継続と様々な支援について検討し、必要な施
策と支援体制の強化を図ります。
また、医療・介護扶助等のサービスを安心して受けられるよう関係
機関相互の連携を強化し、継続的に実施していきます。

　経済的な理由により学習機会の少ない中学生を対象に
実施してきた「ステップアップセミナー」を、平成29年度か
らは、「子ども未来教室」として、受講者を限定することな
く基礎学力の向上や学習習慣の定着を希望する中学生
全体に拡大して英語と数学の学習支援を、平成30年度か
らは、授業への理解の差が目立ってくる小学校３年生も
対象として、国語、算数の学習支援を実施しており、２年
度も引き続き実施しました。
　なお、新型コロナウイルス感染防止のため、開催期間を
短縮して実施しました。
【対象者】
　受講を希望する市内公立小中学校に通う小学校３年生
及び中学校１年生から３年生まで
【開催期間】
　・小学校３年生　令和2年7月13日～令和2年10月30日
　　（毎週１回、学校行事により回数変動はあるが10回程
度）
　・中学生　令和2年7月6日～令和3年1月7日
　　（毎週１回、新型コロナウイルス感染防止のため各中
学校により回数変動はあるが24回程度）
【開催場所】
○小学生　各学校の特別教室等
○中学生：中央公民館（市役所会議室）、第二中学校、東
部公民館、南コミュニティ会館、南部梅郷公民館、北コ
ミュニティ会館、北部公民館、川間公民館、福田公民館、
関宿中央公民館、関宿公民館、二川公民館、木間ケ瀬公
民館の13会場で実施
【最終実績】
○小学生
　受講者登録者数　459人（令和3年3月31日時点）
　全体の出席率　95.4%（登録者に対する出席者）
　全体の延べ受講人数　4,153人
○中学生
　受講者登録者数　364人（令和3年3月31日時点）
　全体の出席率　67.5%（登録者に対する出席者）
　全体の延べ受講人数　5,868人

　新型コロナウイルス感染症の影響により、7月からの開
催となったため、当初の予定からは実施回数の減となっ
たが、出席率は中学生はほぼ横ばい、小学3年生は2.3ポ
イント増加となりました。
　児童・生徒5人までにつき講師１人を配置するとともに、
配慮を要する児童・生徒に対して講師を加配する等の体
制をとり、よりきめ細やかな対応をすることができました。

【中学生】
　学習効果を確認するために実施した英語・数学の総合
テストの結果を考察すると、数学は分野によっては苦手
意識を持っていることが見受けられ、基本知識の理解徹
底を図ることが必要となっています。英語はできる生徒と
そうでない生徒の個人差が大きく、基礎知識をじっくり学
ぶよう生徒に働きかけることが必要と考えられます。
【小学生】
　参加児童等を対象にアンケート調査を実施したところ、
「未来教室での勉強が楽しかった」、「算数、国語が好き
になった」が80％を超え、保護者の回答では、「家庭学習
の習慣が身に付いた」が53％、「教材のプリントについて
良い又はまずまずだ」が90％でした。
　学校の回答では、「学習面での成果については良い影
響があった」が91％ありました。

　また新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施し
ながら、子どもたちの基礎学力の向上や学習習慣の定
着、学習に対する興味関心を高めるためには、実施でき
ない期間における学習のフォローを工夫する必要があり
ます。

　経済的な理由により学習機会の少ない中学生を対象に実施して
きた「ステップアップセミナー」を、平成29年度からは、「子ども未来
教室」として、受講者を限定することなく基礎学力の向上や学習習
慣の定着を希望する中学生全体に拡大し、英語と数学の学習支
援を、平成30年度からは、授業への理解の差が目立ってくる小学
校３年生も対象として、国語、算数の学習支援を実施しており、今
後も引き続き実施していきます。
　引き続き、児童・生徒5人までにつき講師１人を配置するととも
に、よりきめ細やかな対応を図るため、習熟度や学習の取組状況
など、個々の状況に対応して学習支援できるよう、少人数グルー
プごとに担当の講師を決める、配慮を要する児童・生徒に対して
講師を加配する等の体制をとり充実を図っていきます。
　また新型コロナウイルス感染症の影響により、「子ども未来教
室」を実施できない期間が生じても、児童や生徒の基礎学力の向
上や学習習慣の定着、学習に対する興味関心を高められるように
するため、学習プリントによる反復学習を取り入れるなど自ら学習
努力を重ねていけるように学習のサポートを図ります。

パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や住宅
喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の健康等、
様々な問題に直面している方の課題解決へ向け、寄り添
い型の相談・支援を継続的に実施しております。
○生活困窮者自立相談支援事業
 新規相談者数 797人
 継続相談者数 1,845人
 支援件数 4,691件　（うち電話 2,361件）
 就職決定者数 52人
○就労準備支援事業
 受付件数 66人
 利用者数 延べ102人（利用回数 803回）
○家計改善支援事業
 新規相談者数 546人
 継続相談者数 506人
 改善者数 108人

　今後も引き続き、生活支援課とパーソナルサポートセンター、ハ
ローワークの連携に努め、就労支援を強化し、就労による自立に
結び付ける支援を実施してまいります。
　また、相談者からの相談内容において、医療や介護など住宅問
題以外の問題等により困窮がうかがえる場合には、重層的支援
体制への移行準備事業により構築する支援会議や重層的支援会
議を活用し、生活保護や医療、介護、障がい、児童など多機関と
の協働により、必要とする人に必要な支援が適切に実施できるよ
う、関係機関相互の連携強化にも努めてまいります。

　住宅困窮者からの民間賃貸住宅の入居に関する相談に対応
し、事業の円滑な推進を図るため、協力不動産店及び関係部署
への周知を行い、事業の広報・周知に努めていきます。
　今後も引き続き、パーソナルサポートセンターを中心に、ハロー
ワーク、社会福祉協議会、営繕課、生活支援課との連携に努め、
就労支援を強化し、既存の支援策を活用し、自立に結び付ける支
援を積極的に実施してまいります。
　また、相談者からの相談内容において、医療や介護など住宅問
題以外の問題等により困窮がうかがえる場合には、重層的支援
体制への移行準備事業により構築する支援会議や重層的支援会
議を活用し、生活保護や医療、介護、障がい、児童など多機関と
の協働により、必要とする人に必要な支援が適切に実施できるよ
う、関係機関相互の連携強化にも努めてまいります。

　保証人や賃貸情報に関しては不動産店の取り扱う債務
保証会社が多数あることや、空き物件も多く賃貸物件が
借りやすくなっていること等から利用者が少ない状況と
なっています。また、契約時の条件として、親族等の緊急
連絡先の確保が必要等の条件があり、確保できない場
合、契約できない等の問題があります。
　生活支援資金の特例貸付や住居確保給付金といった
経済的な支援を最大限活用しても自立へ結びつかない
方が一定数存在しており、支援方法の検討が求められて
います。

野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業
利用状況
[令和2年度実績]（令和3年3月末現在）
・相談件数　 0件
・申請件数 　0件
 入居保証   0
 情報提供   0

　生活困窮者世帯の包括的な実態把握を行ないながら、
支援体制の強化を図るため、相談支援関係機関と情報
共有の円滑化及び効率的・効果的な支援を行なうため毎
月1回支援調整会議を実施しました。
○支援調整会議
　12回開催　95ケース検討
住居確保給付金については、コロナ禍において、支給対
象が拡大されたことから、相談、申請、支給ともに増加し
ました。
○住居確保給付金
 支給人数 99人
 延べ支給月数 481か月
 支給金額 19,684,850円
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況

取組実績 評価及び課題
計画期間中の今後の取組基本方針 関連事業 事業内容及び方針

令和２年度
担当課 項番ページ

バリアフリー社会の確立 （１）ハード面のバリアフリー化 福祉のまちづくりパトロールなど、市独自の事業活動を,引き続き
推進していきます。公共施設のバリアフリー化については、福祉
のまちづくり運動推進協議会の意見を踏まえ進めます。

生活支援課
営繕課

94 27

（２）ソフト面のバリアフリー 【心のバリアフリーの推進】
関係団体等の協力を得て、家庭、学校、地域での心のバリアフ
リーを推進していきます。
【障がい者等に対する防災面でのバリアフリー】
災害時の避難に特に配慮を要する避難行動要支援者の名簿整
備が市町村の責務とされ、事前に同意確認を行うことで避難支援
団体等への名簿の事前提供が可能となったことから、避難支援団
体等と事前の情報共有を図り、災害時における実効的な避難支
援活動が行われる体制づくりを進めます。

障がい者支援課
生活支援課
高齢者支援課

94 28

（１）コミュニティビジネスの検討 地域住民が主体的に地域の人材やノウハウ、資金等を活かして
継続的に事業を行い、地域課題をビジネスの手法で解決するコ
ミュニティビジネスの立ち上げ支援について検討しています。（こ
れまで「ふれあい喫茶つくしんぼ」という喫茶店ビジネス形態で対
応している例があります。）今後とも、引き続き情報収集を行い調
査研究していきます。

　地域産業の振興及び発展を図るため、本市の特性を生
かした一般消費者向けの新商品の開発に取り組む事業
者（中小企業者、学校法人、NPO法人等）を対象に補助
金を交付して支援する「野田市商品開発事業」を実施す
る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により
募集開始が見合わせとなり、実施できませんでした。

　当初のスケジュールでは、令和２年度当初に事業者を
募集する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により募集開始を見合わせていたため、募集開始を令
和３年度としました。

　引き続き、地域産業の振興及び発展を図るため、本市の特性を
生かした一般消費者向けの新商品の開発に取り組む事業者（中
小企業者、学校法人、NPO法人等）を対象に補助金を交付して支
援する「野田市商品開発事業」を実施します。
　新商品の開発及び販路拡大を支援することで、企業・農業連携
による６次産業化を図ります。
【対象事業】
・「新規商品開発事業」
　販売を目的として、本市の農産物や産業品、歴史、風土、文化
的背景等を活用した加工品等の開発を行います。
・「既存商品改良事業」
　加工品等の改良により付加価値の向上及び販売の拡大を図り
ます。

商工観光課
生活支援課

95 29

（２）福祉協力店制度の検討 福祉活動に積極的に取り組む企業・店舗等と協力し、障がい者団
体連絡会の作成した「やさしい街マップ」と効果的に連携をとり市
民に情報提供する「福祉協力店制度」の導入等、様々な事例を参
考にしながら、制度の在り方などについて調査研究していきます。

　現在、「福祉協力店制度」の実施には至っておりません
が、引き続き、この制度を実施している全国の社会福祉
協議会での事例など、実情把握のための情報収集を行
いました。

　どこまでのサービスが「福祉協力店」とするかなど、各市
により違いがありますが、定期的に利用をすることで地域
での見守りにも繋がり「孤立死」対策としても有効であると
考えられます。
　各地の社会福祉協議会が主体となって実施しており、こ
の事業の展開には、社会福祉協議会の役割が不可欠で
す。野田市の実態にあった形で何が実現可能なのかを引
き続き検討いたします。

　「福祉協力店制度」の在り方などについて、引き続き、情報収集
を行い、野田市社会福祉協議会と調整の上、方向性を含めて総
合的に研究してまいります。
　福祉協力店制度の導入について、実現可能な方法を検討してま
いります。

社会福祉協議会
生活支援課

96 30

福祉活動の活性化を通じた地域の活性
化

　新型コロナウィルス感染症防止のため,前期（６月）パト
ロールは中止し、後期（10月）のみ実施しました。４路線
のパトロールを行い、グレーチング取り替え、舗装補修、
側溝蓋交換・隙間詰め等の補修・改修に努めました。
【実施路線】
欅のホール、南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、北部公民館、商業施設
(TAIRAYA)
　４路線のパトロールの結果指摘箇所数は、市分46か所
ほか18か所の合計64か所で、市分46か所の指摘箇所は
工事等により改修いたしました。
　公共施設のバリアフリー化については、福祉のまちづく
り運動推進協議会に諮り、計画された関宿保健センター
１階トイレ改修工事、勤労青少年ホーム手摺設置工事、
野田斎場段差解消工事を実施しました。

　元年度に引き続き、開始から20年余の時間の経過や、
パトロール参加者の要望を踏まえ、初期に実施した路線
を再度実施するとともに、公共施設の利用者が多く利用
する路線を対象に、地域バランスも考慮しながら、福祉の
まちづくりパトロールを実施しました。
　公共施設のバリアフリー化については、ファシリティマネ
ジメントの基本方針に基づき実施した「公共施設のバリア
フリー化に対するニーズ調査」の結果や利用状況、優先
度等を踏まえ、福祉のまちづくり運動推進協議会に諮っ
た上で実施しております。

　パトロールでの歩道路等の改修は一巡したことから、一旦凍結
し、公共施設のトイレの洋式化やスロープ・手すり設置等のバリア
フリー改修に特化して実施します。パトロール凍結に伴う歩道等
の改修については、常時、全市的という観点から、公共施設周辺
の施設管理者での点検に加え、協議会の方々からは、日常生活
圏域の中での危険個所などのご指摘を保健福祉部が窓口となっ
て受け付けていきます。
　公共施設のバリアフリー化については、総合計画実施計画に基
づき、毎年度福祉のまちづくり運動推進協議会に諮り計画的に実
施していくことといたします。

【心のバリアフリーの推進】
　毎月１日号の市報のだにおいて、「みんなで支えるバリ
アフリー」を連載し、広く周知を図りました。世界自閉症啓
発デー及び発達障害啓発週間においては、ブルーリボン
の着用のほか障がい者団体が制作した啓発用懸垂幕の
費用の補助を行いました。障がいのある人と障がいのな
い人が一緒に参加できる行事は、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となりました。

　新たに避難行動要支援者名簿登載の対象となった方に
名簿への登載と名簿情報の提供についての意向確認を
郵送で行いました。また、新型コロナウイルス感染症対策
と制度見直しのため、要支援者名簿の配布を中止しまし
た。
避難行動要支援者数　5,924人（内同意のあった者4,779
人）
令和３年3月31日現在

福祉のまちづくりフェスティバル
　11月29日に「市民ふれあいハートまつり」、「市民活動元
気アップふぇすた」との同時開催開催予定でしたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。

福祉のまちづくり講座
　「現在の福祉を知る」、「体験してわかる相手の気持
ち」、「パラリンピック競技を体験しよう」
　会場：東部公民館（3回）34名参加
　　　　：関宿公民館（3回）34名参加

【心のバリアフリーの推進】
　令和２年度は、中止となりましたが、障がいのある人と
ない人が共に生きていく社会を実現に向けて、一緒に参
加できる各行事への参加を支援する必要があります。
　避難行動要支援者名簿には、自力又は家族と一緒に
避難できる方が名簿に登載されていることや、高齢化に
より支援者が見つからないなどの課題があります。また、
ハザードマップの改定により、浸水想定区域内にある指
定避難所が解除されたことから、風水害時には分散避難
を呼びかけることとしており、要支援者の避難先等が課
題となっています。このため、避難行動要支援者支援計
画の見直しを図り、実効性のある支援体制作りが必要で
す。

【心のバリアフリーの推進】
　市報等により広く障がいのある人に対する理解を促進するととも
に、障がいのある人とない人が共に生きていく社会を実現に向け
て、一緒に参加できる各行事への参加を支援します。
　避難行動要支援者支援計画については、要支援者の範囲等に
ついて見直しを行い、実効性のある支援体制作りに努めます。

福祉のまちづくりフェスティバル
　11月28日に「市民ふれあいハートまつり」、「市民活動元気アップ
ふぇすた」との同時開催開催予定でしたが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止となりました。
　
福祉のまちづくり講座
　福祉のまちづくりを推進するために、福祉に対する様々な視点
から講座を開設します。
　会場：南部梅郷公民館
　　　　：二川公民館
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

※評価区分 記号 件数

　　当初の予定通り実施できた ◎ 35件

　　概ね実施できた ○ 39件

　　実施は不十分だった △ 9件

　　実施できなかった × 16件

99件

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）

コミュニティづくりの推進 自治会役員等を対象にした、コミュニティ活動に関する研
修会等の中で自殺対策についても言及してもらうことで住
民間での意識の醸成の機会となり得る。

役員等を対象とした研修は、新型コロナの影響で全
て中止された為、自殺対策について言及する機会が
ありませんでした。

×

令和２年度及び令和３年度の新たに自治会長となった方
を対象に実施する、令和３年度新任自治会長研修の配
布資料に、こころのストレスの相談窓口の案内資料を掲
載し、周知を図ることで、住民から相談を受けた際の対応
や、自殺リスクの高い住民を早期に発見することに役立
てていただく。

市民生活課 108 31
-1

市民活動支援センターの運営 地域の課題として、自殺問題を取り上げることで、行政と
民間が連携して「地域づくり」として自殺対策を推進する
ための基盤づくりになり得る。

市民活動支援センターに自殺対策を課題として活動して
いる団体の登録がなく、相談や支援を行ないませんでし
た。

×

　自殺対策を課題として活動する市民活動団体には、市
民活動支援センターで相談や支援を行います。

市民生活課 108 31
-2

地域ケア会議 地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの高い方の情
報等を把握し、地域ケア会議で共有することで、関係者
間での連携の強化につなげ、高齢者の自殺防止につな
がる。

地域ケア個別会議開催回数　20回
地域ケア地区別会議開催回数　5回
地域ケア包括会議　1回（書面開催）
地域ケア推進会議　1回

◎

　今後も、引き続き関係機関との連携強化を更に進める
ことで、地域で自殺リスクの高い市民を早期に発見し、自
殺対策との連携を強化します。

介護保険課 108 31
-3

高齢者虐待防止ネットワーク協議会 高齢者虐待防止ネットワーク協議会の各会議において虐
待事案として把握した内容を、情報共有することで、関係
者間での連携の強化につなげ、高齢者の自殺防止につ
ながる。

高齢者虐待防止ネットワーク協議会代表者会議開催
回数　1回

◎

　今後も、引き続き関係機関との連携強化を更に進める
ことで、地域で自殺リスクの高い市民を早期に発見し、自
殺対策との連携を強化します。

介護保険課 108 31
-4

生活困窮者自立支援事業 生活保護に至る前の生活困窮者に対し、経済的・社会的
自立を支援するため、就労や生活に関する相談に応じ、
必要な知識や情報の提供及び助言を行うとともに、本人
の状態に応じた就労準備支援や家計改善支援等を行う
ことで、自殺リスクの軽減を図る。

引き続き、生活困窮者の課題解決へ向けた相談・支援を
通じ、自殺リスクの軽減を図ります。

生活支援課 108 31
-5

○

要保護児童対策地域協議会 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童・要支
援児童等について、関係機関と連携し、情報を共有の上
適切な支援をすることで、児童、又は保護者の自殺防止
につなぐ。

子ども家庭総合
支援課

108 31
-6

◎

パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や住宅
喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の健康等、
様々な問題に直面している方の課題解決へ向け、寄り添
い型の相談・支援を継続的に実施しました。
○生活困窮者自立相談支援事業
 新規相談者数 797人
 継続相談者数 1,845人
 支援件数 4,691件　（うち電話 2,361件）
 就職決定者数 52人
○就労準備支援事業
 受付件数 66人
 利用者数 延べ102人（利用回数 803回）
○家計改善支援事業
 新規相談者数 546人
 継続相談者数 506人
 改善者数 108人

【地域におけるネットワークの強化】
　生活全般に関わる様々な問題を抱える市民に対
し、一体的な支援を地域で展開していくための拠点
を設置するとともに、自治会等の関係機関との連携
強化を更に進めることで、地域で自殺リスクの高い
市民を早期に発見し、自殺対策との連携を強化しま
す。
【特定の問題に関する連携・ネットワークの強化】
　自殺対策と生活困窮者に対する各種事業との連
携を強化し、自殺リスクの高い生活困窮者を関係機
関が連携して支援できるよう情報共有するなど、支
援を行うための基盤を整備します。

・要保護児童対策地域協議会の運営
　代表者会議2回　実務者会議12回　個別支援会議
61回。
・児童虐待相談受付件数　466件
・進行管理件数（延べ人数）　711人
・進行管理台帳に登録されている子どもで学校・保
育園等に所属している場合、所属機関と毎月1回書
面による情報交換
・乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状
況確認について
　子ども家庭総合支援課への情報提供件数　42件
　安全確認、出国確認等により対応済みの件数　42
件
・児童虐待防止推進月間の取り組み
・「わたしの願う家族・家庭」ポスター展
　応募総数304点（小学校304点・中学校0点）
　優秀作品を市ホームページにて公開
・児童虐待防止ステッカー等を公用車及び市内タク
シー事業所の車両に装着し児童虐待防止意識の向
上を図った。
・児童虐待を伴うＤＶ相談件数
　令和2年度新規ＤＶ相談71件中　33件

・「野田市児童虐待防止・ドメスティック・バイオレンス総合
対策大綱」の策定
・野田市児童虐待防止対応マニュアル（児童相談所編）、
（学校編）、（保育所・幼稚園・学童編）の見直し（随時）
・野田市児童虐待防止対応マニュアル分冊（母子保健編
等）の作成
・母子保健事業との連携と子育て支援事業を活用した虐
待の未然防止の推進
・要保護児童対策地域協議会による要保護ケースの進
行管理
・虐待通報受理後、原則として当日に安全確認を行うこと
の徹底
・学校等から依頼があった場合の、警察官ＯＢの同行訪
問の実施
・毎年実施してきたポスター展等の啓発活動以外にも、
今までにない野田市としての特色を全面的に出した、イ
ベント等を開催するなど、児童虐待防止推進月間の充実
・進行中の児童虐待の事例について学校等との定期的
な情報交換
・毎月開催される民生委員・児童委員地区定例会での情
報共有

担当課 項番計画期間中の今後の取組 ページ関連事業 事業内容及び方針
令和２年度生きる支援の関連施策

（１）地域におけるネット
ワークの強化

関連事業合計件数

自殺対策の視点での事業
の評価の目安

達成割合が８０％相当

概ね６０％以上８０％未満

概ね６０％未満
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
担当課 項番計画期間中の今後の取組 ページ関連事業 事業内容及び方針

令和２年度生きる支援の関連施策

障がい者基本計画、障がい福祉計
画及び障がい児福祉計画策定事業

障がいに関する計画の推進について、調査審議を行う機
関であり、障がい者福祉事業と自殺対策事業との連携可
能な部分の検討を進めることにより、両事業の更なる連
携の促進を図る。

令和２年度に策定した第６期障がい福祉計画及び第
２期障がい児計画において、地域の社会的資源の連
携を基盤とする相談支援体制の充実・強化を令和５
年度までに達成すべき目標に設定した。

○

計画に基づく施策や取組について、進捗状況の評価及び
検証を実施します。

障がい者支援課 108 31
-7

野田市自立支援・障がい者差別解
消支援地域協議会運営業務

地域の福祉・医療・教育及び就労に関連する業務に従事
する者により構成される機関であり、各種支援機関の連
携により構築された連携体制は、自殺対策を展開する上
での基盤となる。

自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の専
門部会として、新たに２部会（地域生活支援拠点運
営会議、医療的ケア児者支援部会）を設置したほ
か、精神障がいにも対応した地域ケアシステム構築
のための協議の場を設置し、連携体制を拡充した。

○

自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の本会、
専門部会及び障がい者基本計画推進協議会で情報を共
有し、地域の連携体制の強化を図ります。

障がい者支援課 108 31
-8

職員向けゲートキーパー養成研修 窓口における各種相談や税金・保険料等の徴収業務の
機会を利用することで、自殺のリスクを抱えた市民を早期
に発見し、支援へとつなぐ役割を担える人材を育成する、
ゲートキーパー養成研修を実施する。

　自殺対策に関する講習会を予定していたが、新型コロ
ナウイルス感染症防止のため中止となった。

×

　　「自殺対策に関する講習会」については、強化事業の
位置付けではあるものの、その効果は計り知れないこと
から実施を見送り、職員自らが自殺の傾向などを分析
し、真に効果的な対策を研究していきます。

生活支援課 109 32
-9

一般向けゲートキーパー養成研修 身近な地域で支え手となる市民や日頃から市民への見
守り活動等に尽力している民生委員児童委員等を対象
にゲートキーパー養成研修を実施する。

　自殺対策に関する講習会を予定していたが、新型コロ
ナウイルス感染症防止のため中止となった。

×

　「自殺対策に関する講習会」については、強化事業の位
置付けではあるものの、その効果は計り知れないことか
ら実施を見送り、見守り活動を行っている民生委員児童
委員等に対し、真に効果的な対策を研究していきます。

生活支援課 109 32
-10

ボランティア活動団体 ボランティア活動を行う団体に対し、ゲートキーパー養成
研修の案内と受講の推奨を行う。

　自殺対策に関する講習会を予定していたが、新型コロ
ナウイルス感染症防止のため中止となった。

×

　「自殺対策に関する講習会」については、強化事業の位
置付けではあるものの、その効果は計り知れないことか
ら実施を見送り、ボランティア活動を行っている団体等に
対し、真に効果的な対策を研究していきます。

生活支援課 109 32
-11

青少年対策事務 青少年のスカウト連絡協議会、野田市子ども会育成連絡
協議会等の青少年健全育成各団体にゲートキーパー養
成研修の案内と受講の推奨を行う。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためゲート
キーパー養成研修が開催されなかったことから、青
少年健全育成各団体に案内と受講の推奨を行うこと
ができなかった。

×

青少年のスカウト連絡協議会、野田市子ども会育成連絡
協議会等の青少年健全育成各団体にゲートキーパー養
成研修の案内と受講の推奨を行います。

青少年課 109 32
-12

学童保育事業 学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会が多々あることから、学童保育所の職員にゲートキー
パー養成研修の案内と受講の推奨を行う。

市主催のゲートキーパー養成講座が感染症予防対
策のため開催中止されたことに伴い、研修の案内と
受講の推奨は行いませんでした。

×

　児童や保護者と接する機会が多い学童保育所の職員
に、自殺予防対策に関する養成研修の案内と受講の推
奨を行います。
　9月の自殺予防週間または3月の自殺対策強化月間に
併せ、厚生労働省発「誰でもゲートキーパー手帳」を配布
し、制度について理解を深めることで、自発的な講座受
講を促進します。

児童家庭課 109 32
-13

ファミリー・サポート・センター の運
営

子育てに関連する悩みや自殺リスクの把握についての理
解が深まり、必要時には専門機関の支援につなげるな
ど、 気付き役やつなぎ役の役割を担えるようになること
から、会員を対象にゲートキーパー養成研修の案内と受
講の推奨を行う。

市主催のゲートキーパー養成講座が感染症予防対
策のため開催中止されたことに伴い、研修の案内と
受講の推奨は行いませんでした。

×

　児童や保護者と接する機会が多いファミリー・サポート・
センター提供会員に、自殺予防対策に関する養成研修
の案内と受講の推奨を行います。
　9月の自殺予防週間または3月の自殺対策強化月間に
併せ、厚生労働省発「誰でもゲートキーパー手帳」を配布
し、制度について理解を深めることで、自発的な講座受
講を促進します。

児童家庭課 109 32
-14

自殺予防週間や自殺対策強化月間
の周知

９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間に合わ
せ、市報に相談窓口等を掲載し周知を図る。

　生きる支援に関する相談機関や相談窓口を掲載した
「自殺予防対策リーフレット」を作成し、９月の自殺予防週
間（9/10～9/16）にあわせて全戸配布及び公共施設窓口
へ配架し、市民に対する情報周知を図りました。また、市
ホームページに自殺対策のページを設け、広く市民に周
知を図りました。

◎

　9月の自殺予防週間に合わせ、リーフレットを公共施設
に配布し周知を図ります。

生活支援課 109 33
-15

図書館での自殺対策の啓発 自殺対策強化月間の周知に合わせて、自殺に関する
コーナーを設置し、「いのち」や「心の健康」をテーマにし
た関連図書の展示等により啓発を図る。

自殺予防週間（9/10～16）に興風図書館において、
自殺予防に関するコーナーを設置し、関連資料の展
示等を実施。自殺対策強化月間（3/1～31）に南図
書館において、「このストレス時代に生きる知恵、心
に栄養を」をテーマに資料展示等を実施します。

◎

９月の自殺予防週間及び３月の自殺対策強化月間に合
わせて、自殺予防に関するコーナーを設置し、「いのち」
や「心の健康」をテーマにした関連図書の展示等を市内
図書館１か所で順番に啓発を行います。（９月北図書館、
３月せきやど図書館）

興風図書館 109 33
-16

老人福祉センターの運営 高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示
することにより、高齢者への相談先情報等の周知を図
る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知を実施しました。

○

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知をしていきます。
　また、いきいきクラブの研修会等において、関連する
リーフレットを配布するなど、周知していきます。

高齢者支援課 109 33
-17

中根地域福祉センターの運営 相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示することに
より、利用者への相談先情報等の周知を図る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知を実施しました。

○

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知をしていきます。
　また、いきいきクラブの研修会等において、関連する
リーフレットを配布するなど、周知していきます。

高齢者支援課 109 33
-18

関宿福祉センターやすらぎの郷の
運営

相談機関の窓口一覧情報等を施設内に掲示することに
より、利用者への相談先情報等の周知を図る。

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知を実施しました。

○

　高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等を掲示し、高
齢者への相談先情報等の周知をしていきます。
　また、いきいきクラブの研修会等において、関連する
リーフレットを配布するなど、周知していきます。

高齢者支援課 109 33
-19

【ゲートキーパー養成講座】
ゲートキーパーは、保健、医療、福祉、教育、経済、
労働などの様々な分野において、問題を抱えて悩
み、自殺を考えている人に気づき、声かけ、話を聞
いて、必要な支援や相談へとつなぎ、見守る役割を
担います。そのゲートキーパーを養成するための講
座を開催し、身近な地域で支え手となる市民の育
成を進めることで、地域における見守り体制を強化
します。

【地域におけるネットワークの強化】
　生活全般に関わる様々な問題を抱える市民に対
し、一体的な支援を地域で展開していくための拠点
を設置するとともに、自治会等の関係機関との連携
強化を更に進めることで、地域で自殺リスクの高い
市民を早期に発見し、自殺対策との連携を強化しま
す。
【特定の問題に関する連携・ネットワークの強化】
　自殺対策と生活困窮者に対する各種事業との連
携を強化し、自殺リスクの高い生活困窮者を関係機
関が連携して支援できるよう情報共有するなど、支
援を行うための基盤を整備します。

【リーフレット等の作成と配布】
　各種手続等で窓口を訪れた市民に対し、生きる支
援に関する相談先を掲載したリーフレットを配布す
ることで情報周知を図ります。
【地域のネットワーク会議を活用した情報提供】
　社会福祉協議会や市民活動団体など、様々な分
野の支援者にリーフレットを配布することで、情報の
周知を図ります。
【自殺予防週間と自殺対策強化月間の周知】
　9月の自殺予防週間と3月の自殺対策強化月間の
周知を図ります。
【高齢者や障がい者向け啓発資料への情報掲載】
高齢者や障がい者向けリーフレット等に、生きる支
援に関連した相談先の情報を掲載します。

（３）市民への啓発と周知

(２）自殺対策を支える人材
の育成

（１）地域におけるネット
ワークの強化
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野田市地域福祉計画【第3次改訂版】取組状況　＜いのち支える自殺対策の推進＞

事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
担当課 項番計画期間中の今後の取組 ページ関連事業 事業内容及び方針

令和２年度生きる支援の関連施策

コミュニティづくりの推進 自治会役員等を対象に、コミュニティ活動に関する研修
会の中で自殺対策についても言及してもらうことで、住民
間での意識の醸成と事業の周知を図る。

役員等を対象とした研修は、新型コロナの影響で全
て中止された為、自殺対策について言及する機会が
ありませんでした。

×

令和２年度及び令和３年度の新たに自治会長となった方
を対象に実施する、令和３年度新任自治会長研修の配
布資料に、こころのストレスの相談窓口の案内資料を掲
載し、周知を図ることで、住民から相談を受けた際の対応
や、自殺リスクの高い住民を早期に発見することに役立
てていただく。

市民生活課 110 33
-20

人権教育・啓発に関する野田市行
動計画

講演会等の中で、自殺対策に関連した内容を取り上げる
ことにより、住民への情報周知や啓発を図る。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため講演会などの事業は中止しました。

×

コロナ禍における講演会の開催について検討します。 人権・男女共同
参画推進課

110 33
-21

男女共同参画計画 講演会等や啓発情報誌の中で、自殺対策に関連した内
容を取り上げることにより、住民への情報周知や啓発を
図る。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため講演会などの事業は中止しました。

×

コロナ禍における講演会の開催について検討します。 人権・男女共同
参画推進課

110 33
-22

育英資金に関する事務 支給対象の学生に、生きる支援に関する相談先等の掲
載されたリーフレットを配布することで、支援先の情報周
知を図る。

貸付の際に、貸与生との面談を通じて、学生の悩み
等の把握に努めた。

△

　今後とも引き続き、育英資金の支給対象となる学生に
対して、情報周知に努めます。

学校教育課 110 33
-23

教職員人事・研修関係事務 研修資料の１つとして、生きる支援に関する相談先等の
掲載されたリーフレットを配布することで、教員自身並び
に児童生徒向けの支援策の周知を図る。

校内研修や管理職との面談を通じて、教員の悩み等
の把握に努めた。

△

　今後とも引き続き、教職員の研修等を通じた情報の周
知に努めます。

学校教育課 110 33
-24

青少年対策事務 地区別懇談会において、青少年の抱える問題や自殺対
策に関連した内容を取り上げ、住民への情報周知や啓発
を図る。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため地区別
懇談会を開催することができなかった。

×

地区別懇談会において、青少年の抱える問題や自殺対
策に関連した内容を取り上げ、住民への情報周知や啓発
を図ります。

青少年課 110 33
-25

青少年補導センター事業 青少年補導員の研修会等で、青少年の非行防止・青少
年の現状等や自殺対策に関連した内容を取り上げ、情報
周知や啓発を図る。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため青少年
補導員の研修会を開催することができなかった。

×

青少年補導員の研修会等で、青少年の非行防止・青少
年の現状等や自殺対策に関連した内容を取り上げ、情報
周知や啓発を図ります。

青少年課 110 33
-26

ガイドブック作成事業 障がい福祉ガイドブックに相談窓口の一覧情報を掲載し
配布することで、市民に対して相談機関の周知、啓発を
図る。

主な相談機関の一覧を障がい福祉ガイドブックに掲
載し、ガイドブックはホームページで閲覧を可能にし
た。 ○

障がい福祉ガイドブックの更新に合わせて、掲載が必要
な相談窓口の掲載を検討する。

障がい者支援課 110 33
-27

一般相談 日常生活の悩み事や相続、離婚などの一般的な相談を
受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて関係機関と連携し、支援を行う。

窓口や電話で、問い合わせがある都度対応した。
令和2年度は906件の相談に対応した。

◎

相談者が来庁した場合は会議室を確保して感染症
対策を講じながらして対応し、電話相談の場合は今
まで同様に応じる。

広報広聴課 110 34
-28

法律相談 土地、相続、金銭貸借、親族、近隣関係など法律全般の
相談を受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合は、
必要に応じて関係機関と連携し、支援を行う。

電話予約により月6回～７回、弁護士への相談を実施し
た。
令和2年度は645件の相談に対応した。（感染対策の為、
電話相談で実施）

◎

感染症対策の為、令和２年４月から対面相談を中止
し、電話相談で対応している。当面の間は電話相談
で対応を予定している。

広報広聴課 110 34
-29

交通事故相談 交通事故のもめごとや示談の進め方、損害賠償の請求
など相談を受ける中で、自殺リスクの高い方がいた場合
は、必要に応じて関係機関と連携し、支援を行う。

電話予約により月2回（奇数月は月１回）、交通相談員へ
の相談を実施した。
令和2年度は3件の相談に対応した。（感染対策の為５月
～７月は中止）

◎

感染症対策の為、令和２年７月まで中止し、それ以
降は電話相談で対応をしている。当面の間は電話相
談で対応を予定している。

広報広聴課 110 34
-30

認知症カフェ 認知症高齢者とその家族が自由に交流できる場を確保
し、介護者同士が自由に話したり相談したりできる情報交
換の場を設けることで、認知症高齢者とその家族の支え
合いの推進に寄与し得る。

認知症カフェ開催団体数　7団体
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催回数
が少なくなりました。 △

　今後も、引き続き高齢者の身体等の状況変化に合わせ
て適切な介護サービス等が利用できるように、相談体制
を充実するとともに適切な介護サービス等の利用支援に
努めます。

介護保険課 111 34
-31

えんがわ 住民主体の通いの場「えんがわ」の開設に補助を行い、
人と人とがつながることができる場所を市内全域に広げ
ることにより介護予防や孤立化の防止を図る。

えんがわ開催6か所
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催箇所
が減少しました。 △

今後も、引き続き高齢者の身体等の状況変化に合わせ
て適切な介護サービス等が利用できるように、相談体制
を充実するとともに適切な介護サービス等の利用支援に
努めます。

介護保険課 111 34
-32

認知症サポーター養成 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する知
識を有する市民を養成していくことで、認知症の家族が抱
える負担を少しでも軽減するとともに、自殺リスクの低減
を図る。

認知症サポーター養成講座開催回数　27回
認知症サポーター養成講座参加者数　1,695人

○

　今後も、引き続き高齢者の身体等の状況変化に合わせ
て適切な介護サービス等が利用できるように、相談体制
を充実するとともに適切な介護サービス等の利用支援に
努めます。

介護保険課 111 34
-33

（４）生きることの促進要因
への支援

【自殺リスクを抱える可能性のある人への支援】
　生活全般に関わる問題を気軽に相談できる場所
として一体的に支援を提供する地域の拠点づくりを
進めます。
【適切な介護サービス等の利用支援】
高齢者の身体等の状況変化に合わせて適切な介
護サービス等が利用できるように、相談体制を充実
し、高齢者の生活環境を整えます。
【子育て世帯に対する支援】
　保護者に対する子どもの相談機会の提供や、自
由に交流できる場の設置等を通して問題を抱える
保護者の早期発見と対応に努めます。
【児童家庭に対する支援】
　児童虐待に関する通報や子育て支援に関する相
談に対応し関係機関と連携し、課題の解決を図りま
す。
【支援者への支援】
　介護者、市職員、教職員等、支援者のメンタルヘ
ルスの状態把握に努めるとともに、必要な場合には
早期に適切な支援先へとつなげるなど支援を図り
ます。
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
担当課 項番計画期間中の今後の取組 ページ関連事業 事業内容及び方針

令和２年度生きる支援の関連施策

敬老祝事業 敬老祝い品交付対象者に対し、民生委員等が直接訪問
することにより、本人及び家族の方から悩みや情報交換
等を通じて、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送で祝
い品を配布しました。

令和2年度祝金対象者：33人
令和2年度祝品対象者：972人

○

　敬老祝い品交付対象者に対し、民生委員等が直接訪
問することにより、本人及び家族の方から悩みや情報交
換等を通じて、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に取り組みま
す。

高齢者支援課 111 34
-34

避難行動要支援者名簿の提供 高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援を要する
方について、自主防災組織、自治会等の役員、民生委員
等が、避難行動要支援者名簿を基に、日頃から要支援
者の見守りや声かけを実施することにより、地域とのつな
がりを形成し、孤立化の防止を図る。

　災害時の避難に支援を要する方について、自主防災組
織、自治会等の役員、民生委員等が、日頃から要支援者
の見守りや声かけを実施することにより、地域とのつなが
りを形成し、孤立化の防止に取り組みました。

○

　高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援を要する
方について、自主防災組織、自治会等の役員、民生委員
等が、避難行動要支援者名簿を基に、日頃から要支援
者の見守りや声かけを実施することにより、地域とのつな
がりを形成し、孤立化の防止に取り組みます。

高齢者支援課 111 34
-35

福祉タクシー事業 外出が困難な要介護者に外出する機会を作ることで、要
介護者の困難や問題がひきこもることを抑制する。

　外出が困難な高齢者等に外出する機会を作ることで、
高齢者のひきこもりを抑制し、外出する負担の軽減に取
り組みました。

令和2年度利用者数：1,589人

○

　外出が困難な要介護者に外出する機会を作ることで、
要介護者の困難や問題がひきこもることを抑制します。

高齢者支援課 111 34
-36

家族介護慰労金支給事業 重度の介護を要する高齢者を居宅で介護している家族に
対し、慰労金を支給することにより、介護に係る経済的負
担の軽減及び精神的不安の解消を図る。

　1年以上継続して要介護4又は5の認定を受けている方
を介護している家族で、世帯全員が市民税非課税であ
り、市税を長期間滞納しておらず、過去1年間に介護保険
サービスを利用せず、過去1年間に通算90日を超える入
院をしていない重度要介護者を介護している介護者に、
家族介護慰労助成金として年額10万円を支給するもので
す。令和2年度の支給はありませんでした。

○

　慰労助成金を支給することで介護者の経済的、精神的
負担の軽減に取り組みます。

高齢者支援課 111 34
-37

徘徊高齢者家族支援サービス 徘徊高齢者を介護する家族に無線発信機を貸与し、徘
徊高齢者の安全を確保することで、介護している者等の
精神的負担の軽減を図る。

　徘徊行動の見られる認知症の高齢者を介護する家族
等に、ＧＰＳ機能の付いた無線発信機を貸与し、徘徊が
あった場合に、市の指定した事業者がＧＰＳで居場所を
確認して家族等に伝え、徘徊高齢者の安全確保に努め
るサービスを行いました。令和2年度は新規利用1人、利
用資格喪失1人でした。
令和3年3月31日現在利用者：1人

○

　徘徊高齢者の安全確保、自殺防止に努めるとともに、
介護者の精神的負担軽減に取り組みます。

高齢者支援課 111 34
-38

訪問理容サービス事業 理容業者が訪問時に高齢者とその家族の状況が確認で
きることから、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　高齢者の単身世帯、高齢者のみの世帯または要介護３
～５の認定を受けている要介護者で、一般の利用サービ
スを受けることが困難な方を対象に、訪問理容サービス
利用事業助成券を交付し、訪問理容費用の一部を助成
するものです。令和2年度は、延べ14件の助成件数があ
り、自宅を訪問し利用者の様子を確認することで不安の
解消等に取り組みました。

○

　理容業者が自宅を訪問することで本人の状況を把握
し、適切な声かけや対応を行うことで自殺防止に努めると
ともに、介護者の負担軽減に取り組みます。

高齢者支援課 111 34
-39

合同就職相談会 就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社
会からの疎外感や収入に対する不安の解消を図る。

　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、合同就職
相談会をインターネット上で開催しました。
就職に関する情報を掲載し、また各施設に対して就職相
談ができるようにメールフォームを設置する等、就業意欲
の増幅を図り、収入に対する不安の解消等に取り組みま
した。

○

　就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社
会からの疎外感や収入に対する不安の解消に取り組み
ます。

高齢者支援課 112 34
-40

体験就労事業 就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社
会からの疎外感や収入に対する不安の解消を図る。

　新型コロナウイルス感染症予防の観点から、施設にお
ける受入れを制限していたため、実績がありませんでし
た。

○

　就業に対し意欲を持つこと、また就業することにより、社
会からの疎外感や収入に対する不安の解消に取り組み
ます。

高齢者支援課 112 34
-41

配食サービス ひとり暮らしの高齢者等に夕食の配達をすることで、栄養
のある食事を摂取し健康増進を図る。また、安否確認を
行うことにより、自殺リスクを抱えている利用者の早期発
見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取
る。

　食生活の改善と健康増進、また配食時に安否確認を行
い、本人及び家族の不安の解消に取り組みました。
利用者数　230名
配食数　23,735食

○

　ひとり暮らしの高齢者等に夕食の配達をすることで、栄
養のある食事を摂取し健康増進を図ります。また、安否
確認を行うことにより、自殺リスクを抱えている利用者の
早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対
応を行い本人及び家族の不安解消に取り組みます。

高齢者支援課 112 34
-42

家族介護教室 介護に関する知識を得ることで、高齢者介護の負担軽減
や参加者同士の情報交換を行ったりできる場を設けるこ
とで孤立化の防止を図る。

　千葉県ホームヘルパー協議会を講師として「家庭でで
きる感染症予防」をテーマに開催した。実技を含む講義
のほか、悩みや情報の交換を行い、不安の解消に取り組
みました。
開催日　令和2年10月29日

○

　介護に関する知識を得ることで、高齢者介護の負担軽
減や参加者同士の情報交換を行ったりできる場を設ける
ことで孤立化の防止に取り組みます。
　なお、参加人数が少なく、参加者が固定化しているた
め、令和３年度の事業は中止とし、今後は事業の継続に
ついて検討することとしています。

高齢者支援課 112 34
-43

ひとり暮らし高齢者福祉台帳 独居高齢者の情報を、民生委員から提出していただくこ
とで、自殺のリスクを抱えている可能性のある方への相
談及び必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応
を取る。

　独居高齢者の情報を、民生委員から提出していただくこ
とで、日常生活に不安を抱えている方への相談及び必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取り、不安
の解消に取り組みました。

○

　独居高齢者の情報を、民生委員から提出していただくこ
とで、自殺のリスクを抱えている可能性のある方への相
談及び必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応
を取ります。

高齢者支援課 112 34
-44

緊急通報システム 持病を持つ方などが緊急通報装置を設置することで、精
神的安心感を与えることにより、自殺リスクの低減を図
る。

　緊急通報装置を設置することで、持病を持つ方や、日
常生活に不安を抱えている方に対して、精神的安心感を
与えることに取り組みました。

令和2年度新規設置者：43名

○

　持病を持つ方などが緊急通報装置を設置することで、
精神的安心感を与えることに取り組みます。

高齢者支援課 112 34
-45

（４）生きることの促進要因
への支援

【自殺リスクを抱える可能性のある人への支援】
　生活全般に関わる問題を気軽に相談できる場所
として一体的に支援を提供する地域の拠点づくりを
進めます。
【適切な介護サービス等の利用支援】
高齢者の身体等の状況変化に合わせて適切な介
護サービス等が利用できるように、相談体制を充実
し、高齢者の生活環境を整えます。
【子育て世帯に対する支援】
　保護者に対する子どもの相談機会の提供や、自
由に交流できる場の設置等を通して問題を抱える
保護者の早期発見と対応に努めます。
【児童家庭に対する支援】
　児童虐待に関する通報や子育て支援に関する相
談に対応し関係機関と連携し、課題の解決を図りま
す。
【支援者への支援】
　介護者、市職員、教職員等、支援者のメンタルヘ
ルスの状態把握に努めるとともに、必要な場合には
早期に適切な支援先へとつなげるなど支援を図り
ます。
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事業名 「生きる支援」事業内容 取組実績 ※評価（記号）
担当課 項番計画期間中の今後の取組 ページ関連事業 事業内容及び方針

令和２年度生きる支援の関連施策

介護用品支給事業 要介護者等を介護している者等の経済的負担の軽減を
図るとともに、介護用品の配送時に、安否確認を行い必
要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　在宅で生活している要介護者及び要支援者を現に介護
している者又は要介護者等本人に対し、介護用品を支給
することにより経済的負担の軽減を図るもので、介護認
定調査票等により、紙おむつの使用又は尿失禁が確認
できる市町村民税非課税世帯の方を対象に、大人用紙
おむつを支給しました。配送業者が自宅を直接訪問し利
用者の様子を確認することで、不安の解消に取り組みま
した。

○

　介護用品の配送業者が直接自宅を訪問することで、本
人の状況を把握し、適切な声かけや対応を行い自殺防
止に努めるとともに、介護者の負担軽減に取り組みま
す。

高齢者支援課 112 34
-46

養護老人ホームへの措置入所 65歳以上で環境的、経済的理由等により、自宅において
生活が困難な高齢者を措置入所させることにより、高齢
者の身体的・精神的苦痛から解放し、自殺リスクの低減
を図る。

　65歳以上で環境的、経済的理由等により、自宅生活が
困難な高齢者を措置入所させることにより、高齢者の身
体的・精神的な負担の軽減に取り組みました。

○

　65歳以上で環境的、経済的理由等により、自宅におい
て生活が困難な高齢者を措置入所させることにより、高
齢者の身体的・精神的苦痛から解放し、負担の軽減に取
り組みます。

高齢者支援課 112 34
-47

複合老人ホーム野田市楽寿園の運
営

施設内に生活相談員を配置していることから、入所者及
び家族等は生活上の問題を相談しやすいことから、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し、支
援を行う。

　生活相談員を配置し、生活上の問題を相談し易く、問題
を早期に発見し、関係機関に相談と連携をして、支援を
行いました。

○

　生活相談員を配置し、気軽に相談できる体制となってい
ます。生活上の問題を相談し易く、問題を早期に解決す
るよう支援します。

高齢者支援課 112 34
-48

岩木小学校老人デイサービスの運
営

施設内に生活相談員を配置していることから、入所者及
び家族等は生活上の問題を相談しやすいことから、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し、支
援を行う。

　生活相談員を配置し、生活上の問題を相談し易く、問題
を早期に発見し、関係機関に相談と連携をして、支援を
行いました。

○

　生活相談員を配置し、気軽に相談できる体制となってい
ます。生活上の問題を相談し易く、問題を早期に解決す
るよう支援します。

高齢者支援課 112 34
-49

いきいきクラブ連合会の技術支援 スポーツ大会や文化イベント等を開催することにより、高
齢者の社会参加や健康・生きがいづくりを促進し、自殺リ
スクの低減を図る。

　新型コロナウイルス感染症対策のため、野田市いきい
きクラブ連合会の大会やイベントは実施しておりません。
感染症対策を行いながら、単位クラブでの活動の支援を
行いました。

△

　いきいきクラブにおいては、スポーツ大会、文化のイベ
ントに参加することで健康・生きがいづくりの促進を行い、
自殺リスクの低減を図っていきます。

高齢者支援課 112 34
-50

介護相談員派遣事業 介護相談員（民生委員）の施設訪問時に入所者が気軽に
悩み相談ができることから、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

　市に登録した介護相談員が、介護サービス施設に出向
いて利用者の不満や不安を受け付け、事業者と行政の
橋渡しを行い問題の改善を図っていますが、コロナ禍の
ため令和２年度の活動は中止しました。

×

　介護相談員派遣事業では、訪問した介護相談員に気軽
に相談できる体制となっています。生活上の問題を相談
し易く、問題を早期に解決するように支援します。

高齢者支援課 113 34
-51

母子健康手帳交付 妊娠届と母子健康手帳交付時に、保健師等の専門職と
子ども支援室の職員が、経済面や支援者の有無を含め、
妊婦の状況を聞取りし、自殺リスクの高い保護者の早期
発見に努め、必要に応じて関係機関と連携し支援を行
う。

・母子手帳交付時に妊婦との全数面接を実施し、保
健指導を行うとともに妊婦健診の受診勧奨を行うと
ともに、アセスメントを行い、必要に応じて継続支
援を行った。
・妊娠中の健康管理、妊婦訪問等継続して支援でき
る相談相手として保健センター及び子ども支援室の
利用を勧めた。

○

・子ども支援室及び保健センターは妊娠中から気軽に相
談できる場であることを妊娠届け出時及び各事業を通し
て周知する。
・引き続き、妊娠届出時に必要なアセスメントを行い、支
援の必要な妊婦については、必要に応じて関係機関と連
携をとりながら、支援を行う。

保健センター/子
ども支援室

113 34
-52

子ども相談 妊娠期から18歳までの親子の様々な悩みを相談すること
により、不安を軽減するとともに、自殺リスクの高い保護
者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と連携し支援
を行う。

・子ども相談では、発達に課題のある児に対し、療
育を受ける必要性のある児へ児童発達支援の利用案
内を実施するとともに、保護者の様々な悩みを傾聴
し、精神面での支援を実施した。また、ことばの発
達や発音等の課題のある子どもに対しても療育や、
必要時ことば相談室に繋げるとともに、保護者の障
がい受容について支援を行った。

○

・保護者から様々な悩みの相談を受けた際には、療育を
受ける必要性のある児へ児童発達支援の利用案内を実
施するとともに、保護者の様々な悩みを傾聴し、精神面で
の支援を実施するなど、児と保護者の両側面から支援を
行う。

保健センター/子
ども支援室

113 34
-53

野田市乳児家庭全戸訪問事業（新
生児・妊産婦、低体重児訪問指導を
含む）

乳児を抱える保護者との接触機会を活用し、自殺リスク
の高い保護者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と
連携し支援を行う。

保健センター 113 34
-54

○

各種健診（乳幼児） 乳児を抱える保護者との接触機会を活用し、自殺リスク
の高い保護者の早期発見をし、必要に応じて関係機関と
連携し支援を行う。

新型コロナウイルス感染症の流行のため健診を延
期した時期があったが、随時相談や計測を行ったり
地区担当でフォローするよう努めた。健診再開後は、
保護者との接触機会を活用し、精神的に不安を抱え
た保護者に相談業務を行い必要に応じて関係機関
と連携し支援を行った。

○

乳幼児を抱える保護者との接触機会を活用し、自殺リス
クの高い保護者の早期発見をし、必要に応じて関係機関
と連携し支援を行う。

保健センター 113 34
-55

寝たきり老人訪問歯科診療 訪問時に在宅介護の状況等を確認できることから、必要
に応じて関係機関と連携し支援を行う。

歯科診療の受けられない65歳以上の在宅寝たきり
者に対し、口腔内の衛生管理や保健指導を行った。

○

在宅寝たきり者に対し、口腔内の衛生管理や保健指導を
継続して行う。訪問時には在宅介護の状況を確認し、自
殺リスクの高い家庭環境等を把握した場合必要に応じて
関係機関と連携し支援を行う。

保健センター 113 34
-56

専門職による訪問の初回訪問において継続支援が必
要と判断されたケースについて、複数回の訪問でき
め細やかな支援に努め保護者の育児不安の軽減につ
なげた。
・令和2年度は新型コロナウィルス感染症流行の影響
で新生児訪問を希望しない産婦もいたため、電話で
の状況聴取や育児相談で対応し育児不安の軽減に努
めた。
・令和2年10月より産後ケア事業を開始し、産後うつ
等、産後の心のケアや育児サポート等の支援を行っ
た。

・専門職の家庭訪問を行うことによって、即時的な問題解
決を行っていくとともに、リスクのある家庭においては、産
婦や新生児・乳児だけでなく家族全体を対象ととらえた視
点で支援を行う。
・コロナウィルス感染予防のため、新生児訪問を断りたい
という産婦もいるが、目視確認が必要であるということと、
予防接種の予診票を渡す目的もあるので、全数に新生
児訪問し対面できるようにする。
・産後ケア事業を活用し、出産直後の母子に対して、母
親の身体的回復や心理的な安定等、きめ細かい支援を
行う。
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令和２年度生きる支援の関連施策

健康相談 健康に関する様々な相談に応じることで、支援が必要な
方々との接触の機会を活用し、自殺リスクの早期発見と
必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

市内４会場で保健師等による健康相談を行いました
が、コロナウィルス感染症流行に伴い、８回分中止し
ました。電話での個別相談にも対応できる体制となっ
ています。コロナウィルス感染症流行に伴い、外出自
粛による孤立や、家庭環境の変化等の強いストレス
が長期化している傾向にあり自殺の危険性が切迫し
ている相談も寄せられています。必要に応じ家庭訪
問での状況確認や病院の受診勧奨、健康福祉セン
ター（保健所）の「精神保健福祉相談」等の関係機関
の紹介等を行いました。

○

市内会場での健康相談事業は令和３年度廃止。個別相
談は随時受付し対応します。また、今後も必要に応じて
関係機関と連携して支援を継続します。

保健センター 113 34
-57

24時間救急医療体制 通常時間外で応急処置が必要な方のために、精神疾患
の急激な悪化や家族の暴力等による、自殺リスクにかか
わる問題を抱えているケースに対応できるようにする。

通常時間外で応急処置が必要な方のために、精神疾患
の急激な悪化や家族の暴力等による、自殺リスクにかか
わる問題を抱えているケースに対し、保健所や精神科病
院と連携しながら対応した。

○

通常時間外で応急処置が必要な方のために、精神疾患
の急激な悪化や家族の暴力等による、自殺リスクにかか
わる問題を抱えているケースに対し、引き続き、保健所や
精神科病院と連携しながら対応していく。

保健センター 113 34
-58

うつ病に関する知識の普及啓発 うつ病の早期発見、適切な治療が自殺予防の大きな鍵で
あることから、個別相談、健康教育、こころの健康に関す
る講演会等を通して、ストレスと上手に付き合うための方
法やストレスに起因するうつ病等の様々な精神症状につ
いて、知識の普及啓発を図る。

市が行っている健康相談や電話等でストレスに関す
る相談があった場合には、必要に応じて関係機関や
相談場所の紹介を行った。（市の「障がい者総合相
談センター」や健康福祉センター（保健所）の「精神
保健福祉相談」等）

○

個別相談、健康教育を通して、ストレスと上手に付き合う
ための方法についての知識の普及啓発に努める。また、
今後も相談があった場合には関係機関や相談場所の紹
介を継続して行う。

保健センター 113 34
-59

市税等徴収業務 市税等を滞納している方は、様々な生活上の問題を抱え
ている可能性があり、納税相談を通じて自殺リスクの早
期発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応
を取る。

納税相談を通じて、生活困窮や生活面で困難な問題を抱
えていることが把握できた場合には関係機関へ案内を
行った。
また、生活困窮により市税等を滞納している方には生活
再建に向けた納税相談が必須であることから、職員に対
し、生活再建型納税相談の研修を実施した。

◎

市税等を滞納している方は、生活面で深刻な問題を抱え
ていたり困難な状況である可能性が高いため、聞き取り
により状況を把握し、生活再建に向けた納税相談を行
い、必要に応じて適切な関係窓口に案内を行う。

収税課 114 34
-60

市営住宅事務 公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や低収入
等、生活面で困難や問題を抱えていることが少なくないた
め、自殺のリスクが潜在的に高いと思われる住民に接触
する機会を活用し、自殺リスクの早期発見と必要に応じ
て適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

自殺に関する相談はありませんでした。
・入居申込時の相談　0件
・既存入居者の相談　0件

×

　市営住宅の入居申込相談時や、既存の入居者で自殺
リスクが見受けられた場合、関係機関と連携し支援を行
う。

営繕課 114 34
-61

消費生活相談 消費生活上の困難を抱える人は、自殺リスクの高いグ
ループでもあり、消費生活に関する相談をきっかけに、抱
えている他の課題も把握・対応していくことで、自殺リスク
の早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行
う。

消費生活相談では、アドバイスや斡旋により多くの
問題を解決することが出来た。また、出前講座や安
全安心まめメール・ＳＮＳを通じ消費生活センター
のＰＲを行い、消費者問題について広く市民に啓発
すると共に、千葉県弁護士会と連携し無料相談会を
実施した。

◎

消費生活相談における自殺リスクの早期発見と対応
に努めるとともに、出前講座や消費生活展、安全安
心まめメールを通して啓発を行う。また、千葉県弁護
士会と連携し無料相談会を実施し、問題の解決を図
る。

市民生活課 114 34
-62

避難所の運営 避難所生活が長期化してきた場合、避難住民の「こころ
のケア」の問題に対処する必要があり、精神科医や心理
カウンセラー、精神保健福祉士等の協力を得て、メンタル
ヘルスケアを実施するとともに、自殺リスクの早期発見と
必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

令和２年度は避難所の開設はありませんでした。避難所
開設訓練等にて避難所でのメンタルヘルスケアに係る説
明を計画していましたが、コロナウイルス感染症対策のた
めに訓練が中止となったため実施見送りとなりました。 ×

精神科医や心理カウンセラー、精神保健福祉士等の協
力を得て、メンタルヘルスケアを実施するとともに、自殺リ
スクを早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を
行います。

防災安全課 114 34
-63

人権相談 人権擁護委員による人権相談等において、市民の様々
な悩みや相談に応じ、自殺リスクの早期発見と必要に応
じて関係機関と連携し支援を行う。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため電話相談対応としましたが、相談件数は0件でし
た。 ○

コロナ禍における人権相談の開催について検討します。 人権・男女共同
参画推進課

114 34
-64

女性のための相談 女性の様々な問題の相談に応じており、何らかの困難に
直面した際の最初の相談窓口であり、自殺リスクの早期
発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

令和2年度の女性のための相談は151件ありました。
そのうち自殺リスクの高い相談はありませんでした。

○

今後とも引き続き、女性のための相談を継続して取り組
むとともに、相談者が抱える心の負担を軽減することに努
め、自殺のリスクの高い相談者がいた場合は、速やかに
適切な相談窓口につなぐ等の対応を取ります。

人権・男女共同
参画推進課

114 34
-65

ＤＶ相談 配偶者やパートナー等からの暴力の相談を通じて、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援
を行う。

配偶者やパートナー等からの暴力の相談を通じて、
自殺リスクの早期発見と必要に応じて関係機関と連
携し支援を行う。
ＤＶ相談件数　510件
一時保護延べ件数　3件
一時保護延べ人数　3人
一時保護延べ日数　35日

◎

・警察等の関係機関と連携を図り、保護を求めているＤ Ｖ
被害女性の安全確保を図るとともに、自立に向けた各種
支援の継続
・Ｄ Ｖ シェルター入所中のＤ Ｖ 被害女性に対し、退所後
の自立生活に必要な経費助成の継続
・Ｄ Ｖ シェルター入所後に精神的に不安定になるＤ Ｖ 被
害女性に対し、子ども家庭総合支援課の心理士によるカ
ウンセリングを行う。
・Ｄ Ｖ 被害女性が他自治体での自立を目指すに当たり
広域的な対応を図るため、受入側の自治体に対する理
解と協力の要請及び受入側の自治体への情報提供と支
援協力
・情報の共有化を図り、迅速な対応を取るため、「野田市
ドメスティック・バイオレンス対策協議会」の開催及び事例
発表等を通じた情報交換

子ども家庭総合
支援課

114 34
-66
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令和２年度生きる支援の関連施策

就学援助と特別支援学級就 学奨励
補助に関する事務

就学に際して経済的困難を抱えている児童・生徒は、そ
の他にも様々な問題を抱えていたり、保護者自身も困難
を抱えている可能性が考えられることから、費用の補助
に際して保護者と応対する際に、家庭状況に関する聞取
りを行うことで、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適
切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

窓口に来庁した保護者等については、家庭状況等
の聞取りを行い、生活上の悩み等の把握に努めた。

△

　就学援助等の申請や相談を通して、児童生徒やその保
護者の家庭状況の把握に努めるととともに、必要に応じ
て適切な相談窓口を案内する等対応します。

学校教育課 114 34
-67

育英資金に関する事務 支給対象の学生との面談時に、家庭の状況やその他の
問題等について聞取りを行う中で、資金面の援助に留ま
らず、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要に応じて
適切な相談窓口につなぐ等の対応を取る。

自殺リスクの高い者はいなかったが、貸与生との面
談を通じて、自殺リスクの把握に努めた。

◎

　育英資金の審査に当たり、保護者や学生との面談を通
して、家庭状況の把握に努めるとともに、必要に応じて適
切な相談窓口を案内する等対応します。

学校教育課 115 34
-68

教職員人事・研修関係事務 教職員の過労や長時間労働が問題となる中で、研修に
より、メンタルヘルスの状態を客観的に把握し、自殺リス
クの高い方がいた場合は、必要に応じて関係機関と連携
し支援を行う。

自殺リスクの高い者はいなかったが、研修を通じて、
自殺リスクの把握に努めた。

◎

　メンタルヘルスに関する研修等を通じて、職員自身でメ
ンタルヘルスの状態を客観視できるよう努めます。
　また、職員の人事において、自殺リスクの高い職員の
把握に努めるとともに、必要に応じて関係機関と連携し職
員への支援を行います。

学校教育課 115 34
-69

学校職員安全衛生管理事業 学校職員（支援者）の健康管理を行うことにより、自殺リ
スクの低減を図る。

教員のストレスチェックや時間外勤務時間数の削減
の取組を通じて、自殺リスクの低減を図ることができ
た。 ○

　今後とも引き続き、職員の健康管理を通して自殺リスク
の低減に努めます。

学校教育課 115 34
-70

学校職員ストレスチェック事業 ストレスチェックの結果を活用することで、児童生徒の支
援者である教職員に対する支援（支援者への支援）の強
化を図る。

ストレスチェックを通じて、教員の悩みの把握に努め
るとともに、高ストレス者であると判明した場合には、
医療機関の受診を勧める等支援を行った。 ◎

　職員に対するストレスチェックを実施し、その結果を基
に自殺リスクの低減を図るための支援を行います。

学校教育課 115 34
-71

給食費の滞納金徴収事務 窓口や訪問徴収等で保護者と応対する際に、家庭状況
に関する聞取りを行うことで、自殺リスクの高い方がいた
場合は、必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応
を取る。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、直接
家庭を訪問しての滞納金徴収を行うことはできな
かったが、窓口に来庁した保護者等については、家
庭状況等の聞取りを行い、生活上の悩み等の把握
に努めた。

△

　市窓口や臨戸徴収の際に、保護者から家庭状況の聞
取りを行うことで、自殺リスクの把握に努めるとともに、必
要に応じて適切な相談窓口を案内する等対応します。

学校教育課 115 34
-72

教育・いじめ相談（対象：小中学校
の児童生徒）

不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩みなどの
相談を通じて、自殺リスクの高い方がいた場合は、必要
に応じて関係機関と連携し支援を行う。

「教育相談研修会」は感染症対応のため、中止。
ひばり教育相談員や市カウンセラーが教育相談を行
うことにより、児童・生徒やその保護者の心のエネル
ギーを図ったり、学校復帰への計画を立てて実行し
たりし、悩みの解決につなげることができました。

△

市内小中学校の教育相談・長欠担当、その他希望者対
象に「教育相談研修会」を行う。７月２７日（火）計画。

指導課 115 34
-73

教育・いじめ相談（対象：青少年） 不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩み相談を
受ける中で、自殺リスクのある相談者がいた場合は、必
要に応じて関係機関に連絡する。

不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩み相
談を行っていたが、相談者がいなかった。

△

不登校、いじめ、友人関係、親子関係などの悩み相談を
受ける中で、自殺リスクのある相談者がいた場合は、必
要に応じて関係機関に連絡します。

青少年課 115 34
-74

つどいの広場事業 乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設ける
ことで、そうしたリスクの軽減に寄与するとともに、自殺リ
スクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を
行う。

　令和2年度利用人数　2,002人
　感染症予防のためR2.4.1～R2.6.21、R3.1.8～
R3.3.31の期間休館しましたが、電話による相談を受
付けられる体制を整備しました。
　相談件数　1件(うち自殺に関する相談なし）

◎

　乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設け
ることで、自殺リスクの軽減に寄与するとともに、自殺リス
クの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行
います。

児童家庭課 115 34
-75

地域子育て支援拠点事業 乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設ける
ことで、そうしたリスクの軽減に寄与するとともに、自殺リ
スクの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を
行う。

　令和2年度利用人数　3,626人
　感染症予防のためR2.4.1～R2.6.21、R3.1.8～
R3.3.31の期間休館しましたが、電話による相談を受
付けられる体制を整備しました。
　相談件数　229件(うち自殺に関する相談なし）

◎

　乳幼児とその保護者が気軽に集い交流できる場を設け
ることで、自殺リスクの軽減に寄与するとともに、自殺リス
クの早期発見と必要に応じて関係機関と連携し支援を行
います。

児童家庭課 115 34
-76

学童保育事業 学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握するととも
に、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取る。

　普段から保育の場を通じ保護者や児童とコミュニ
ケーションをとっており、リスクの早期発見につなげ
ておりますが、相談はありませんでした。 ◎

学童保育を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握するととも
に、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓
口につなぐ等の対応を取ります。

児童家庭課 115 34
-77

子ども館事業 子ども館を通じて、保護者や子どもの状況把握を行う機
会があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握できること
から、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談
窓口につなぐ等の対応を取る。

　令和2年度利用人数　24,836人
  感染症予防のためR2.4.1～R2.6.21、R3.1.8～
R3.3.31の期間休館しましたが、電話による相談を受
付けられる体制を整備しました。
　相談件数　20件(うち自殺に関する相談なし）

◎

子ども館事業を通じて、保護者や子どもの状況把握を行
う機会があり、悩みを抱えた子どもや保護者を把握できる
ことから、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相
談窓口につなぐ等の対応を取ります。

児童家庭課 115 34
-78

子ども・子育て支援事業計画 の推
進

子ども・子育て支援事業と自殺対策とを連動させることに
より、妊産婦や子育て世帯への支援強化を図る。

　各事業実施者に対し、自殺対策につながるよう、悩
みを抱えた世帯の把握に努めるよう助言を行いまし
た。 ◎

　支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-79
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令和２年度生きる支援の関連施策

児童扶養手当支給事務 家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが
高まる可能性があることから、手当の支給機会を通じて、
自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口に
つなぐ等の対応を取る。

・児童扶養手当
　　　　　　受給者数　1,167人

◎

　支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-80

養育者支援手当支給事務 家族との離別・死別を経験している方は自殺のリスクが
高まる可能性があることから、手当の支給機会を通じて、
自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口に
つなぐ等の対応を取る。

・養育者支援手当
　　　　　　　受給者数  5人

◎

　支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-81

ひとり親家庭等医療費助成金支給
事務

ひとり親家庭は貧困に陥りやすく、また孤立しがちである
など、自殺につながる問題要因を抱え込みやすいことか
ら、医療費の助成時に当事者との直接的な接触機会を
通じて、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相
談窓口につなぐ等の対応を取る。

・ひとり親家庭等医療費助成金
　　　　　現物給付　3,126件
　　　　　償還分　　 6,991件
           合計　　　10,117件

◎

　支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-82

母子・父子自立支援員設置事業 配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの及び寡
婦に対し、離死別直後の精神的安定を図り、相談に応
じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うとともに、
職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを
通じて、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相
談窓口につなぐ等の対応を取る。

・母子・父子自立支援員相談
令和２年度実績809件
（母子家庭780件、父子家庭相談29件）

◎

　支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-83

ひとり親家庭等日常生活支援事業 家庭生活支援員を派遣する等その生活を支援し、ひとり
親家庭等の生活の安定を図ることを通じて、自殺リスク
の早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につなぐ等の
対応を取る。

・子育て支援　 2人延べ19日　116時間
（うち保育所待機時利用　実績なし）
・生活援助　実績なし ◎

支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-84

ひとり親家庭情報交換事業 ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを打ち明け
たり相談し合う場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交
換を行うとともに、共助の精神を養い、早期自立のための
意欲の形成と家庭生活の安定を図ることを通じて、自殺
リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談窓口につな
ぐ等の対応を取る。

・情報交換事業（1回）　11人
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため8回中
止

◎

支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-85

母子家庭等就業自立支援事業 母子家庭の母等に対し、就業の支援のための事業を実
施することにより、就業に必要な知識や技能の習得を図
り、母子家庭の母等の経済的な自立を支援することを通
じて、自殺リスクの早期発見と必要に応じて適切な相談
窓口につなぐ等の対応を取る。

・就業支援講習会
 【パソコン】
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
【日商簿記３級】
　受講者数　8人
【医療事務】
　受講者数　5人

◎

支援の機会等を通して、自殺リスクの早期発見と必要に
応じて適切な相談窓口につなぐ等の対応に努めます。

児童家庭課 116 34
-86

児童家庭相談事業（家庭児童相談） 子育て中の保護者からの育児に関する各種相談、支援
を行うことで、自殺リスクの早期発見と必要に応じて関係
機関と連携し支援を行う。

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）対応件
数（巡回相談含む）
相談件数　851件
　うち要保護以外　658件
　要保護　　　　　193件

◎

　広く市民に子ども家庭総合支援拠点事業を周知し、18
歳までの全ての子どもとその家庭や妊産婦への切れ目
なく継続的な支援施策を充実させるとともに、相談者に応
じた地域資源の活用等につなげることで、児童虐待の予
防・早期発見・早期対応を図る。

子ども家庭総合
支援課

117 34
-87

児童家庭相談事業（児童虐待防止
対策）

子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す
一つのシグナルであるため、保護者への支援を通じて問
題の深刻化を防ぐとともに、自殺リスクの早期発見と必要
に応じて関係機関と連携し支援を行う。

子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）対応件
数（巡回相談含む）
相談件数　851件
　うち要保護以外　658件
　要保護　　　　　193件

◎

　広く市民に子ども家庭総合支援拠点事業を周知し、18
歳までの全ての子どもとその家庭や妊産婦への切れ目
なく継続的な支援施策を充実させるとともに、相談者に応
じた地域資源の活用等につなげることで、児童虐待の予
防・早期発見・早期対応を図る。

子ども家庭総合
支援課

117 34
-88

児童福祉施設入所事務（母子生活
支援施設、助産施設）

母子家庭や出産に際し経済的困窮を始め様々な困難を
抱えた世帯への、施設入所のあっせんを通じて、そうした
家庭を把握するとともに、心理的なサポートも含めた支援
を継続的に行うことで、自殺リスクの低減と必要に応じて
関係機関と連携し支援を行う。

助産施設
　入所人数　3人
母子生活支援施設
　利用なし

◎

　児童福祉法に基づき、母子家庭や出産に際し経済的困
窮を始め様々な困難を抱えた世帯の母子生活支援施設
や助産施設入所に係る事務を行う。

子ども家庭総合
支援課

117 34
-89

子育て短期支援事業（ショートステ
イ）

子どもの一時預かりは、家族の状況や保護者の抱える問
題・悩み等を察知し、必要に応じて支援を提供していくた
めの契機となり得ることから、自殺リスクの早期発見と必
要に応じて関係機関と連携し支援を行う。

利用人数　10人
利用日数　61日

◎

　子ども家庭総合支援拠点事業及び家庭児童相談室の
相談業務、また保健センターによる乳幼児健康診査や乳
児家庭全戸訪問事業といった母子保健事業との連携を
通じて、出産前から支援が必要な妊婦、育児不安や育児
ストレスを感じている家庭などに訪問員を派遣し、育児、
家事等の援助や育児相談・指導を行う。

子ども家庭総合
支援課

117 34
-90

育児支援家庭訪問事業 出産前から支援が必要な妊婦や育児不安や育児ストレ
スを感じている家庭に、育児、家事及び相談等の訪問員
を派遣し、子育てへの負担軽減を図る。

・利用者数　3人
（内訳　産じょく2人、虐待予防1人）
・派遣日数　25日
・派遣時間　65.5時間

◎

保健センターによる乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪
問事業の母子保健事業との連携や、子ども家庭総合支
援拠点及び家庭児童相談室の相談業務から、子育て短
期支援事業につなげ、児童虐待の予防・早期対応を図
る。

子ども家庭総合
支援課

117 34
-91
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生活困窮者自立支援事業 生活保護に至る前の生活困窮者に対し、経済的・社会的
自立を支援するため、就労や生活に関する相談に応じ、
必要な知識や情報の提供及び助言を行うとともに、本人
の状態に応じた就労準備支援や家計改善支援を実施す
る。

引き続き、生活困窮者の課題解決へ向けた相談・支援を
通じ、自殺リスクの軽減を図ります。

生活支援課 117 34
-92

○

民生委員児童委員事務 地域で困難を抱えている人に気付き、自殺リスクの高い
方がいた場合は、必要に応じて適切な相談窓口につなぐ
等の対応を取る。

　具体的な実績の把握はできていないが、相談、見守り
活動を行っている中で、自殺リスクの高い市民を迅速に
支援つなげられるよう、適切な相談窓口を周知していま
す。
　

○

　地域の身近な相談相手として、見守り活動を行っている
中で、自殺リスクの高い市民を迅速に支援につなげられ
るよう、適切な相談窓口を周知していきます。

生活支援課 117 34
-93

障がい者差別解消推進事業 障がい者支援課を障がいの差別に関する相談窓口とし
て位置付け、障がい者差別に関する相談に応じる中で支
援を行う。

令和２年度は、４件の差別に関する相談を受け、事
業所への確認等を行いました。また、障害者差別解
消法のパンフレットを配布し、周知・啓発に努めまし
た。

◎

差別に関する相談を受け、必要に応じて事業所への確認
等を行います。また、障害者差別解消法のパンフレットを
配布し、周知・啓発に努めます。

障がい者支援課 117 34
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障がい者等に対する権利擁護 精神障がいや知的障がい等により判断能力が不十分な
方が生活に不安を抱える状態においては、自殺リスクが
高い方も含まれる可能性がある。成年後見制度事業を通
じて支援を行う。

・障がい者が「成年後見制度利用支援事業」を利用
して適切な意思決定ができるよう支援し、令和２年度
市長申立てを５件実施しました。
・権利擁護部会において成年後見制度の周知を目
的とした権利擁護研修を実施し、様々な事業所の職
員に参加していただきました。

◎

今後も関係機関と連携し、障がい者が「成年後見制度利
用支援事業」を利用して適切な意思決定ができるよう、支
援の必要な方に市長申立の実施を行うとともに、成年後
見制度の周知に努めます。

障がい者支援課 117 34
-95

障がい者虐待の対応 野田市障がい者虐待防止センターとして障がいのある人
の虐待に関する通報や相談を通じて当人や家族等の支
援を行う。

令和２年度は、27件の障がい者虐待に関する相談を
受け、養護者、事業者等への事実確認等を行いまし
た。また、市報、ホームページ等で虐待防止の周知・
啓発に努めました。

◎

障がい者虐待に関する相談を受け、必要に応じて養
護者、事業者等への事実確認等を行います。また、
市報、ホームページ等で虐待防止の周知・啓発に努
めます。

障がい者支援課 117 34
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障がい者相談員による相談業務 障がいを抱えて地域で生活している方は、生活上の様々
困難に直面する中で自殺リスクが高まる場合があること
から、障がい者当事者による相談業務を実施する。

障がいのある者同士でしか分からない悩みや問題
の解決に向けて共に考えていく場として当事者相談
を実施しました。なお、コロナ対策として、原則電話
相談により実施しました。

◎

障がいのある者同士でしか分からない悩みや問題の解
決に向けて共に考えていく場として当事者相談を実施し
ます。

障がい者支援課 118 34
-97

教育相談 いじめや家族・友人と不仲である、級友に悩みを知られた
くない、周囲に心配をかけたくないなどの理由から、問題
を抱え込んでしまう子どももいることから、児童生徒が安
心して悩みを打ち明けられるよう、学校の教育相談体制
を整える。

各学校において、教育相談週間を実施し、児童・生
徒一人一人に寄り添い相談・対応している。

○

市内小中学校の教育相談・長欠担当、その他希望者対
象に「教育相談研修会」を実施し、校内における教育相
談体制の確立の仕方を周知する。

指導課 118 35
-98

いじめ防止対策 市内の小中学校の児童生徒を対象にSOSの出し方に関
する教育を実施する。

　臨時休業明け、児童生徒の悩みや不安について、
信頼できる大人や友達に相談できるように、市内の
全児童生徒を対象にＳＯＳの出し方授業を１回実施
した。（実施回数１回、実施人数：小学校７５９６人、
中学校４０４９人）

○

　県が作成したＳＯＳの出し方授業の教材以外に、市独
自の教材を作成する。
　実施については、環境が大きく変わる４月に１回、長期
休業前の７月に１回の実施を予定している。

指導課 118 35
-99

パーソナルサポートセンターにおいて、就労支援や住宅
喪失、多重債務、ひきこもりをはじめとした心の健康等、
様々な問題に直面している方の課題解決へ向け、寄り添
い型の相談・支援を継続的に実施しました。
○生活困窮者自立相談支援事業
 新規相談者数 797人
 継続相談者数 1,845人
 支援件数 4,691件　（うち電話 2,361件）
 就職決定者数 52人
○就労準備支援事業
 受付件数 66人
 利用者数 延べ102人（利用回数 803回）
○家計改善支援事業
 新規相談者数 546人
 継続相談者数 506人
 改善者数 108人

（５）児童生徒に対するSOS
の出し方に関する教育

児童生徒が社会において今後様々な困難や問題
に直面した際に、その対処方法を身につけることが
できるよう、全公立小中学校でSOSの出し方に関す
る教育を実施します。
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c二＝麗覆’夏釘璽と亙ヱ＿一＿）　せいねんこうけんせいど　　　　　にんちしょう　　ちてきしょうがい　せいしんしょうがい　成年後見制度とは，認知症・知的障害・精神障害などによってはんだんのうりょく　じゅうぷん　　　　　　　かた　ほうりつてき　　しえん　　　せいど判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。　成年後見制度には，次のようなタイプがあります。くぷん区分ほじよ補助ほ　さ保佐こうけん後見にんい任意こうけん後見ほんにん　　はんだんのうりょく本人の判断能力ふじゅうぷん不十分いちじる　　　　ふじゅうぶん著しく不十分まった全くないえん　　　じよ　　　　しや援　　助　　者ほじよにん補助人ほさにん保佐人せいねんこうけんにん成年後見人かんとくにん　せんにん監督人を選任することがあります。本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから，その契約の効力が生じます。＊援助者には，必要に応じて，複数の人や法人を選任することもあります。械年後見制度についてのお問い合わ亘Dre．”1　r『’成年後見制度についてのご相談は　　　　　　　　　ちいきほうかつしえん　　各市区町村の地域包括支援センター　　　　　　　　　　　　　しゃかいふくしきょうぎかい　　　　　　　　　または社会福祉協議会＊障害者の方の相談窓口は，市区町村及び市区町村が委託した指定相談支援事業者となりますので，ご注意ください。法的トラブルで困ったときのお問い合わせ　　　にほんしほう　しえん　　　　　　　　　　ほう　　日本司法支援センター（法テラス）lill　h叢ご曙罫〃　　　　　平日9：00〜21：00土曜日9：00〜17：00＊固定電話からは全国どこでも3分8．5円（税別）で通話するZとができます。＊lP電話からは「03−6745−5600」にお電話ください。任意後見契約に　　ついては　に　ほん　こう　しょう　にんれん　こう　かい日本公証人連合会　TELO3−3502−8050http：／／www．koshonin呂r」p／　　　　ぜんこく　　こうしょうやくば　または全国の公証役場　　　　　　　　　　　　　　T　　　一　　一　　成年後見の申立てを　1行うための手続，必要書類，　　費用等については　　　一　さいばんしょ　　　　　　　　　　　　こうけん裁判所ウェブサイト（後見ポータルサイト）　　　鴛蕊鴛鵠拍、蕊成年後見の申立てを行うための手続に関するご案内や，定型的な申立書とその記入例を提供しています。また，家庭裁判所の所在地や電話番号を掲載しています。vvイ勿b9性�Gこの印刷物は、印刷用の紙ヘリサィクルで壱ます。］最高裁判所　　　　　　せい　ねん　こ　う　けん　せい　　ど　　　　　成無後見舗監奄　　り　　　よ　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　た偏3／ンxか　　てい　さい　ばん　しよ家庭裁判所ドレド；『　て茎了っづき続　　章篭分　　じょ　　ほ　さ　　こうけん●補助／保佐／後見　　かいし　　もうした　の開始の申立てもうしたて　じ　　ていしゅつ［申立時に提出していただくもの］　もうしたてしょ・申立書　しんだんしょ　　せいねんこうけんよう・診断書（成年後見用）　もうしたててすうりょう　　いっけん・申立手数料（1件につき　　　　えんぷん　　しゅうにゅういん　し　800円分の収入印紙）　とうき　てすうりょう　　　　　　　　えん・登記手数料（巳600円　ぷん　　しゅうにゅういん　し　分の収入印紙）　ゆうびんきって・郵便切手　ほんにん　　こせきとうほん・本人の戸籍謄本　　　　　　　　　　などくわ　　　　　　　かていさいばんしょ　　ようい詳しくは，家庭裁判所に用意されているいちらんひょう　　　　　　　　　　かくにん一覧表などでご確認ください。　にんいこうけんかんとくにん●任意後見監督人　せんにん　　もうした　選任の申立て＊申立て後は，裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。の　なが法，捌脇ド1．、れ奄一，．．，．，，．．，．．．．一▼→→・　←己刮トi，ll，E　　　　藍魯かんとく　　なが※監�h流れ蕪．　　　　　裁判所　　　』　にんいこうけん　　　　　せいねんこうけん　任意後見　　　成年後見　　　かんとくにん　　　　　　かんとくにん監8人↓竺厩　　にんい　　　　　せいねん　　任意　　　成年　　　こうけんにん　　　こうけんにん　後見人　後見人などi・−1▼　　　　，▲十一　　　　　NP，nyせいねんこうけんとう　き成年後見登記しんばんないよう　　こせき　　　　きさい審判内容は戸籍には記載されません。ほうむきょく法務局ロロロロロロロロロロ嬰1〔　　　WLtr≡ニーゴ．�d：v．＝一一一−　　　　n　L口　　　　　　▼　　　一一一　法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が支援します。◆法定後見制度の種類と内容種類　　　　　一’　後菟�gい；・禰蜘利用できる人日常生活で、判断能力がほとんどない人日常生活で、判断能力が著しく不十分な人日常生活で、判断能力が不十分な人支援する人成年後見人保佐人補助人代理権本人が行うすべての法律行為本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為支援する人が与えられる権限同意権　　　●取消権日常生活に関する行為※以外のすべての行為（取消権のみ）法律上定められた重要な行為本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為※日用品（食料品や衣料品等）の購入など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象にはなりません。蒋選纏　成年後見人等が本人に代わって財産管理や契約など法律行為を行える権限です。司憲違　本人が契約など法律行為を行う場合には、成年後見人等の同意が必要であるという権限です。�n蹴靹そ罐霧瓢瓢纂輕本人が法律行為を行った場8（C’5家庭裁判所への申立て　本人や家族などが申立ての理由（本人の生活状況や精神状態など）について記載した申立書や医師の診断書、本人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。　申立てに必要な書類や費用については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。審理が開始遅れ重�at’…’≡一∪一一一＝一一一一一”v”“一一一一一”一一一一’垣一”一一一”一”一““一｝｛　　申立てができる人　　1サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1本人、配偶者、四親等内の親族など1コ、一＿，＿＿＿＿．．＿●．．一＿＿＿＿一＿一一一一．．一一，＿一一．．＿一，一．一一一一一一一＿＿一一＿＿一一，一＿＿ノ　本人の精神的な障害の程度や生活状況を確認します。本人の判断能力について、医師などが鑑定を行うことがあります。　また、本人や家族などから申立ての理由をたずね、成年後見人等の候補者がいる場合は、適格かどうか事情を聞きます。成年後見人等を嚢郵雪レます　家庭裁判所で、成年後見人等にもっとも適切だと思われる人を選任します。6

